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(57) 要 約 ： 運 転 支 援 が 必 要 な 交 差 点 を精 度 良 く検 出 し、 よ り適 切 に運 転
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対 して運 転 支援 を行 う条件 で あ る支援 作 動 条件 を満 たす か否 か を、車 速 取
得 部 6 4 で取得 した車 速 V が基 準 車 速 V 以下 で あるか 否 か 、及 び車 両 1
の前 方 の 交差 点情 報 、 また は、先 行車 情 報 に基 づ いて判 定 す る支援 条件 判
定部 9 8 と、支援 作 動 条件 を満 たす と支援 条件 判 定部 9 8 で判 定 した場 合
に、運 転 支援 と して少 な くと も運 転 者 に対 す る注意 喚起 、制 動制 御 、操 舵
制 御 の いずれ か を含 む支援 を実 行 す る支援 実 行部 1 0 0 と、 を備 え る。
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明 細 書

発明の名称 ：運転支援装置

技術分野

[0001 ] 本発明は、運転支援装置に関する。

背景技術

[0002] 近年では、走行中の車両の ドライバに対 して種々の運転支援を行う運転支

援装置が提案されている。例えば、特許文献 1 に記載されている車両用表示

装置は、見通 しの悪い交差点において他車両の情報を表示することができ、

検出した自車両の車速と運転者の運転姿勢とに基づいて、他車両の情報を表

示するか否かを判断する。これにより、運転者の姿勢が悪い場合に、接近車

両等の存在を注意喚起する。また、特許文献 2 に記載されている交差点安全

走行システムでは、道路の交差点に、交差点に進入 しょうとする車両や人を

検出する検出手段を設け、この検出手段で検出した情報を、交差点に進入 し

ようとする他の車両に送信することにより、この他の車両に対 して注意喚起

を行う。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1 ：特開 2 0 0 0 _ 1 1 3 3 9 8 号公報

特許文献2 ：特開 2 0 1 - 0 0 8 7 5 3 号公報

発明の概要

発明が解決 しょうとする課題

[0004] しか し、車両が進入する交差点の状況や周囲の交通状況によっては運転支

援が不必要な場合もあり、このような不必要な運転支援が作動をした場合、

運転者に煩わ しさを与えることが考えられる。また、特許文献 2 のように、

インフラ側から交差車両の情報を取得 して行う運転支援では、実際の交通状

態に応 じて適切な支援を行うことが可能であるが、このような運転支援は通

信等のインフラ設備が整った交差点に限られ、それ以外の交差点で適切な支



援を行うことは、依然として困難なものとなっていた。

[0005] 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、運転支援が必要な交差点

を精度良く検出し、より適切に運転支援を行うことのできる運転支援装置を

提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0006] 上述 した課題を解決 し、目的を達成するために、本発明に係る運転支援装

置は、車両の車速の情報を取得する車速取得手段と、前記車両の運転者に対

して運転支援を行う条件である支援作動条件を満たすか否かを、前記車速取

得手段で取得 した前記車速が基準車速以下であるか否か、及び前記車両の前

方の交差点情報、または、先行車情報に基づいて判定する支援条件判定手段

と、前記支援作動条件を満たすと前記支援条件判定手段で判定 した場合に、

前記運転支援として少なくとも前記運転者に対する注意喚起、制動制御、操

舵制御のいずれかを含む支援を実行する運転支援手段と、を備えることを特

徴とする。

[0007] また、上記運転支援装置において、前記支援条件判定手段は、前記車速が

前記基準車速以下で、且つ、前記車両の前方の交差点が、信号機が設置され

ない交差点である無信号交差点であり、さらに、前記車両の走行状態が、前

記無信号交差点における停車、または前記無信号交差点への進入である場合

には、前記支援作動条件を満たすと判定することが好ましい。

[0008] また、上記運転支援装置において、前記支援条件判定手段は、前記車速が

前記基準車速以下であっても、前記車両の走行状態が、前記無信号交差点に

おける停車ではない、または前記無信号交差点への進入ではない場合には、

前記運転支援を禁止することが好ましい。

[0009] また、上記運転支援装置において、前記運転支援手段は、前記車速が前記

基準車速以下で、且つ、前記車両の走行状態が、前記無信号交差点における

停車ではない、または前記無信号交差点への進入ではない場合には、前記車

両の走行状態が、前記無信号交差点における停車、または前記無信号交差点

への進入である場合と比較 して、前記運転支援の支援 レベルを弱くすること



が好 ま しい。

[001 0] また、上記運転支援装置 において、前記信号機 を検 出する信号機検 出手段

を備 えてお り、前記支援条件判定手段 は、前記車速が前記基準車速以下であ

つても、前記信号機検 出手段 によ り、前記車両か ら所定距離以 内に前記信号

機 を検 出 した場合 には、前記運転支援 を禁止することが好 ま しい。

[001 1] また、上記運転支援装置 において、前記信号機 を検 出する信号機検 出手段

を備 えてお り、前記運転支援手段 は、前記支援作動条件 を満たす と前記支援

条件判定手段 で判定 した場合 において、前記信号機検 出手段 によ り、前記車

両か ら所定距離以 内に前記信号機 を検 出 した場合 には、前記車両か ら所定距

離以 内に前記信号機 を検 出 しない場合 と比較 して、前記運転支援 の支援 レべ

ル を弱 くすることが好 ま しい。

[001 2] また、上記運転支援装置 において、前記信号機 で発せ られ る音情報 を含む

前記車両の周囲の音情報 を取得 する集音手段 を備 えてお り、前記信号機検 出

手段 は、前記集音手段 で取得 した前記音情報 に含 まれ る前記信号機 で発せ ら

れた音情報 に基づいて前記信号機 を検 出することが好 ま しい。

[001 3] また、上記運転支援装置 において、前記車両の周囲の画像情報 を取得 する

撮像手段 を備 えてお り、前記信号機検 出手段 は、前記撮像手段 で取得 した前

記画像情報 に基づいて前記信号機 を検 出することが好 ま しい。

[0014] また、上記運転支援装置 において、前記支援条件判定手段 は、前記車速が

前記基準車速以下で、且つ、前記車両か ら所定距離以 内に先行車が検 出され

ない場合 には、前記支援作動条件 を満たす と判定することが好 ま しい。

[001 5] また、上記運転支援装置 において、前記支援条件判定手段 は、前記車速が

前記基準車速以下であ つても、前記車両か ら前記所定距離以 内に前記先行車

が検 出された場合 には、前記運転支援 を禁止することが好 ま しい。

[001 6] また、上記運転支援装置 において、前記運転支援手段 は、前記車速が前記

基準車速以下で、且つ、前記車両か ら前記所定距離以 内に前記先行車が検 出

された場合 には、前記車両か ら前記所定距離以 内に前記先行車が検 出されな

い場合 と比較 して、前記運転支援 の支援 レベル を弱 くすることが好 ま しい。



[001 7] また、上記運転支援装置において、前記車両の周囲の音情報を取得する集

音手段を備えており、前記支援条件判定手段は、前記集音手段で取得 した前

記音情報に含まれる前記先行車から発せられる音情報に基づいて前記先行車

を検出することが好ましい。

[001 8] また、上記運転支援装置において、前記車両の周囲の画像情報を取得する

撮像手段を備えており、前記支援条件判定手段は、前記撮像手段で取得 した

前記画像情報に基づいて前記先行車を検出することが好ましい。

[001 9] また、上記運転支援装置において、検出波を用いることにより、前記車両

の周囲の物体の 3 次元情報を取得する 3 次元情報取得手段を備えており、前

記支援条件判定手段は、前記 3 次元情報取得手段で取得 した前記 3 次元情報

に基づいて前記先行車を検出することが好ましい。

[0020] また、上記運転支援装置において、他の車両との間で情報の送受信が可能

な通信手段を備えており、前記支援条件判定手段は、前記先行車から送信さ

れ、前記通信手段で受信 した情報に基づいて前記先行車を検出することが好

ましい。

[0021 ] また、上記運転支援装置において、前記運転支援手段は、前記車速が前記

基準車速以下で、且つ、前記車両から所定距離以内に踏切 りが検出された場

合には、前記車両から前記所定距離以内に前記踏切 りが検出されない場合と

比較 して、前記運転支援の支援 レベル を弱くすることが好ましい。

[0022] また、上記運転支援装置において、前記運転支援手段は、前記車速が前記

基準車速以下で、且つ、前記車両から所定距離以内に料金ゲー トが検出され

た場合には、前記車両から前記所定距離以内に前記料金ゲー 卜が検出されな

い場合と比較 して、前記運転支援の支援 レベルを弱くすることが好ましい。

[0023] また、上記運転支援装置において、前記車両が右左折待ち状態であるか否

かを判定する右左折待ち状態判定手段を備えており、前記支援条件判定手段

は、前記車速が前記基準車速以下であっても、前記車両は前記右左折待ち状

態であると前記右左折待ち状態判定手段で判定 した場合には、前記運転支援

を禁止することが好ましい。



[0024] また、上記運転支援装置において、前記車両が右左折待ち状態であるか否

かを判定する右左折待ち状態判定手段を備えており、前記運転支援手段は、

前記車速が前記基準車速以下で、且つ、前記右左折待ち状態判定手段により

、前記車両は前記右左折待ち状態であると判定した場合には、前記車両は右

左折待ち状態ではないと判定した場合と比較して、前記運転支援の支援レべ

ルを弱くすることが好ましい。

[0025] また、上記運転支援装置において、前記車両の周囲の音情報を取得する集

音手段と、前記運転者によるウィン力一操作の有無を検出するウィン力一操

作検出手段と、を備え、前記右左折待ち状態判定手段は、前記集音手段で取

得した前記音情報に基づいて対向車が検出され、且つ、前記ウィン力一操作

検出手段によって前記ウィン力一操作が行われたことが検出された場合に、

前記車両は前記右左折待ち状態であると判定することが好ましい。

[0026] また、上記運転支援装置において、前記車両の周囲の画像情報を取得する

撮像手段と、前記運転者によるウィン力一操作の有無を検出するウィン力一

操作検出手段と、を備え、前記右左折待ち状態判定手段は、前記撮像手段で

取得した前記画像情報に基づいて対向車が検出され、且つ、前記ウィン力一

操作検出手段によって前記ウィン力一操作が行われたことが検出された場合

に、前記車両は前記右左折待ち状態であると判定することが好ましい。

[0027] また、上記運転支援装置において、検出波を用いることにより、前記車両

の周囲の物体の3 次元情報を取得する3 次元情報取得手段と、前記運転者に

よるウィン力一操作の有無を検出するウィン力一操作検出手段と、を備え、

前記右左折待ち状態判定手段は、前記 3 次元情報取得手段で取得した前記 3

次元情報に基づいて対向車が検出され、且つ、前記ウィン力一操作検出手段

によって前記ウインカ一操作が行われたことが検出された場合に、前記車両

は前記右左折待ち状態であると判定することが好ましい。

発明の効果
[0028] 本発明に係る運転支援装置は、運転支援が必要な交差点を精度良く検出し

、より適切に運転支援を行うことができる、という効果を奏する。



図面の簡単な説明

[ 図 1] 図 1 は、実施形態 1 に係 る運転支援装置 を備 える車両の概略図である。

[ 図2 ] 図 2 は、図 1 に示す車両の車内の概略図である。

[ 図3 ] 図 3 は、図 2 の A — A 矢視図である。

[ 図4 ] 図 4 は、図 3 の B 部詳細図である。

[ 図 5 ] 図 5 は、図 1 に示す運転支援装置の要部構成図である。

[ 図 6 ] 図 6 は、信号機 が設置 される交差点の説明図である。

[ 図7 ] 図 7 は、交差点の進入時に先行車が存在する場合の説明図である。

[ 図8 ] 図 8 は、交差点進入時の運転支援 についての説明図である。

[ 図 9 ] 図 9 は、実施形態 1 に係 る運転支援装置 によって運転支援 を行 う際にお

けるフロ一図である。

[ 図 10 ] 図 1 0 は、実施形態 2 に係 る運転支援装置の要部構成図である。

[ 図 11] 図 1 1 は、走行道路 に設置 される踏切 りを通過する際における説明図

である。

[ 図 12 ] 図 1 2 は、走行道路 に設置 される料金ゲー トを通過する際における説

明図である。

[ 図 13 ] 図 1 3 は、実施形態 2 に係 る運転支援装置 によって運転支援 を行 う際

におけるフロ一図である。

[ 図 14] 図 1 4 は、実施形態 3 に係 る運転支援装置の要部構成図である。

[ 図 15 ] 図 1 5 は、実施形態 3 に係 る運転支援装置 によって運転支援 を行 う際

におけるフロ一図である。

[ 図 16 ] 図 1 6 は、実施形態 4 に係 る運転支援装置 を搭載する車両の運転席の

概略図である。

[ 図 17 ] 図 1 7 は、実施形態 4 に係 る運転支援装置の要部構成図である。

[ 図 18 ] 図 1 8 は、実施形態 4 に係 る運転支援装置 によって運転支援 を行 う際

におけるフロ一図である。

[ 図 19 ] 図 1 9 は、実施形態 1 に係 る運転支援装置の変形例 を示す要部構成図

である。



発明を実施するための形態

[0030] 以下に、本発明に係 る運転支援装置の実施形態を図面に基づいて詳細に説

明する。なお、 この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。 ま

た、下記実施形態における構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの

、或いは実質的に同一のものが含 まれる。 また、以下の説明では、本発明に

係 る運転支援装置を搭載する車両が、左側通行の道路で使用される場合につ

いて説明する。本発明に係 る運転支援装置を搭載する車両が、右側通行の道

路で使用される場合には、下記の説明中における左右を適宜入れ替えて適合

させるものとする。

[0031 ] 〔実施形態 1 〕

図 1 は、実施形態 1 に係 る運転支援装置を備える車両の概略図である。実

施形態 1 に係 る運転支援装置 2 を備える車両 1 は、内燃機関であるエンジン

5 が動力源 と して搭載 され、エンジン 5 で発生する動力が変速装置 6 等の駆

動装置を経由 して車輪 3 に伝達されることにより、走行可能になっている。

また、車両 1 には、車輪 3 を制動することにより走行中の車両 1 を制動する

制動手段であるブレーキ装置が備え られてお り、 ブレーキ装置を作動させる

際における油圧を制御するプレ一キ油圧制御装置 1 0 が設けられている。 ま

た、駆動装置には、駆動装置の出力軸の回転速度 を検出することを介 して車

速を検出する車速検出手段である車速センサ 2 が設けられている。

[0032] また、車両 1 には、運転者が運転操作をする際に用いるアクセルペダル 1

5 及びプレーキペダル 1 6 が備え られてお り、 このうち、 アクセルペダル 1

5 の近傍 には、 アクセルペダル 1 5 の操作量を検出するアクセルセンサ 2 2

が設けられている。 また、 ブレーキ油圧制御装置 1 0 には、 ブレーキペダル

6 の操作時における油圧であるブレーキ圧を検出することによりブレーキ

ペダル 1 6 の操作量を検出するブレーキ圧センサ 2 3 が設けられている。

[0033] さ らに、車両 1 には、運転者が操舵輪 を操舵する際に用いるステア リング

ホイール 1 7 が備え られてお り、ステア リングホイール 1 7 は、電動パ ワー

ステア リング装置である E P S ( E l e c t r i c P o w e S t e e



i n g ) 装置 1 2 に接続されている。これにより、ステアリングホイール

1 7 は、 E P S 装置 1 2 を介 して、操舵輪である前輪を操舵可能に設けられ

ている。また、このように設けられるE P S 装置 1 2 には、ステアリングホ

ィ一ル 1 7 の回転角度である舵角を検出する舵角検出手段である舵角センサ

2 4 が設けられている。

[0034] また、ステアリングホイール 1 7 の近傍には、ウィン力一ランプ （図示省

略）の点滅状態を切 り替える操作を行うウィン力一レバ一 1 8 が設けられて

いる。このウィン力一レバ一 1 8 に対する操作は、ウィン力一レバ一 1 8 の

根元付近に配設されるウインカ一スィツチ 2 5 によって検出可能になってい

る。

[0035] また、車両 1 には、自車両 1 の周辺の環境情報を取得する環境情報取得手

段として、カメラ3 1 と、走行音センサ 3 2 と、 レーダ一センサ 3 3 と、が

備えられている。このうち、カメラ3 1 は、車両 1 の前方等の車両 1 の周囲

を撮像することにより、車両 1 の周囲の画像情報を取得する撮像手段として

設けられている。このカメラ3 1 は、例えば、車内に配設されて、フロン ト

ウィン ドウ越 しに前方を撮影することにより、他の車両や、車両 1 が走行す

る道路の環境等を撮影することが可能になっている。また、カメラ3 1 は、

検知対象物からの光が届 く範囲で検知対象物の検知が可能な、直接型センサ

になっている。

[0036] また、走行音センサ 3 2 は、車両 1 の前端付近に配設されており、車両 1

の周囲の音情報を検出し、音情報を取得する集音手段として設けられている

。この走行音センサ 3 2 は、例えば、車両 1 の前側のバンバ等に複数が配設

されており、複数の走行音センサ 3 2 によって音の方向も含めて周囲の音情

報を検出することが可能になっている。これにより走行音センサ 3 2 は、車

両 1 の周囲から伝達される音情報や、車両 1 から発せられた音の反響音に基

づいて、車両 1 の周囲の遮蔽物の存在や、車両 1 の前方に位置する交差点で

交差 している道路における、死角領域を移動する接近車両等の移動体の存在

及び接近方向を検知することが可能になっている。



[0037] また、 レーダ一センサ 3 3 は、検出波を用いることにより、車両 1 の周囲

の物体の 3 次元情報を取得する3 次元情報取得手段として設けられている。

このレーダ一センサ 3 3 は、車両 1 の前側のバンバの前面に配設されており

、電磁波や赤外線、 レーザー、超音波等の検出波を送信する送信部と、検出

波の反射波を受信する受信部とを有 している。このように構成されるレーダ

—センサ 3 3 は、送信部から検出波を送信することにより、車両 1 の前端か

ら車両 1 の前方や両側方に検出波を送信 し、検知対象物で反射 した検出波の

反射波を受信部で受信することにより、検知対象物を検知することができる

。即ち、 レーダ一センサ 3 3 は、検出波が届 く領域で検知対象物の検知が可

能な、直接型センサになっている。

[0038] 図 2 は、図 1 に示す車両の車内の概略図である。図 3 は、図 2 のA —A 矢

視図である。図4 は、図 3 の B部詳細図である。車内には、ダッシュボー ド

4 0 上に、所定の情報を運転者に対 して報知する運転支援手段を構成する警

報装置 5 0 が設置されており、詳 しくは、ダッシュボー ド4 0 上におけるフ

ロン 卜ウィン ドウ4 1 の下端付近に配設されている。この警報装置 5 0 は、

運転者に対 して視覚的に情報を報知する表示部 5 と、音によって情報を報

知するプザ一 5 2 とを有 している。警報装置 5 0 は、これらのように表示部

5 1 ゃプザ一 5 2 を備えることにより、音と光とを用いた報知による運転支

援が可能になっている。

[0039] これらのエンジン5 や変速装置 6 、ブレーキ油圧制御装置 1 0 、 E P S 装

置 1 2 、車速センサ 2 、アクセルセンサ 2 2 、ブレーキ圧センサ 2 3 、舵

角センサ 2 4 、走行音センサ 3 2 、警報装置 5 0 は、車両 1 に搭載されると

共に車両 1 の各部を制御するE C U ( E l e c t r o n i c C o n t r o

I U n i t ) に接続されている。この E C U としては、車両 1 の走行制御

を行う走行制御 E C U 6 0 と、車両 1 の走行中に運転者の運転支援をする制

御である運転支援制御を行う運転支援 E C U 7 0 と、が設けられている。

[0040] 図 5 は、図 1 に示す運転支援装置の要部構成図である。 E C U に接続され

る各部のうち、エンジン5 やブレーキ油圧制御装置 1 0 等の車両 1 の走行時



に作動させる装置や、車速センサ 2 等の車両 1 の走行状態を検出する検出

手段は、走行制御 E C U 6 0 に接続 されている。 また、走行制御 E C U 6 0

には、 アクセルセンサ 2 2 や ブレーキ圧センサ 2 3 、舵角センサ 2 4 、 ウイ

ンカ一スィツチ 2 5 等の運転者 による運転操作の状態を検出する検出手段 も

接続 されている。 これに対 し、 カメラ 3 1 や警報装置 5 0 等の運転支援制御

に用い られる装置は、運転支援 E C U 7 0 に接続 されている。

[0041 ] また、走行制御 E C U 6 0 と運転支援 E C U 7 0 とは、互いに接続 され、

情報や信号のや り取 りが可能になっている。 これ らの走行制御 E C U 6 0 と

運転支援 E C U 7 0 とのハ 一 ド構成は、 C P U ( C e n t r a l P r o c

e s s i n g U n i t ) 等 を有する処理部や、 R A M ( R a n d o m A

c c e s s M e m o r y ) 等の記憶部等を備えた公知の構成であるため、

説明は省略する。

[0042] これ らの E C U の うち、走行制御 E C U 6 0 は、エンジン 5 の運転制御 を

行 うエンジン制御部 6 と、 ブレーキ油圧制御装置 1 0 を制御することによ

り制動力の制御 を行 うプレ一キ制御部 6 2 と、 E P S 装置 1 2 を制御するこ

とにより操舵制御 を行 う操舵制御部 6 3 と、車速センサ 2 での検出結果よ

り車速の情報 を取得する車速取得手段である車速取得部 6 4 と、 アクセルセ

ンサ 2 2 での検出結果よりアクセルペダル 1 5 の操作量であるアクセル操作

量を取得するアクセル開度取得部 6 5 と、 プレ一キ圧センサ 2 3 での検出結

果ょりブレーキペダル 1 6 の操作量であるブレーキ操作量を取得するプレー

キ操作取得部 6 6 と、舵角センサ 2 4 での検出結果よりステア リングホイ一

ル 1 7 の操舵の状態を取得する舵角取得部 6 7 と、 ウィン力一スィッチ 2 5

の状態に基づいてウィン力一 レバ一 1 8 の操作の状態を取得するウィン力一

操作取得部 6 8 と、 を有 している。 このうち、 アクセル開度取得部 6 5 と、

ブレーキ操作取得部 6 6 と、舵角取得部 6 7 と、 ウィンカー操作取得部 6 8

とは、運転者の運転操作の情報 を取得する運転操作取得手段 と して設けられ

ている。

[0043] また、運転支援 E C U 7 0 は、 カメラ 3 1 の制御 を行 うカメラ制御部 7 2



と、走行音センサ 3 2 の制御を行う走行音センサ制御部 7 3 と、 レーダ一セ

ンサ 3 3 の制御を行うレーダ一制御部 7 4 と、車両 1 が走行する道路の情報

であるインフラ情報を取得するィンフラ情報取得部 8 0 と、インフラ情報取

得部 8 0 で取得 したインフラ情報に基づいてインフラの状態を判定するイン

フラ判定部 8 5 と、車両 1 の近傍を走行する他の車両の情報を取得する他車

両情報取得部 9 2 と、運転者に対 して運転支援を行う条件である支援作動条

件を満たすか否かを、車速が基準車速以下であるか否か、及び車両 1 の前方

の交差点情報、または、先行車情報に基づいて判定する支援条件判定手段で

ある支援条件判定部 9 8 と、運転支援として危険回避を誘導する支援を実行

する運転支援手段を構成する支援実行部 1 0 0 と、を有 している。

[0044] このうち、インフラ情報取得部 8 0 は、道路に設置される信号機を検出す

る信号機検出手段である信号機検出部 8 を有 している。信号機検出手段と

しては、例えば、カメラ3 1 や、走行音センサ 3 2 が用いられる。また、支

援実行部 1 0 0 は、警報装置 5 0 を作動させることにより運転者に対 して警

報を行う警報制御部 1 0 1 と、走行制御 E C U 6 0 に制御信号を送信するこ

とにより、走行制御 E C U 6 0 による車両 1 の走行制御に介入 して危険回避

を誘導する支援を行う走行制御介入部 1 0 2 と、を有 している。

[0045] 本実施形態 1 に係る運転支援装置 2 は、以上のごとき構成からなり、以下

、その作用について説明する。車両 1 の通常の走行時は、運転者がアクセル

ペダル 1 5 ゃプレーキペダル 1 6 を操作することにより、エンジン5 ゃプレ

—キ油圧制御装置 1 0 等の各ァクチユエ 一 タが作動 し、車両 1 は運転者の運

転操作に応 じて走行する。例えば、走行制御 E C U 6 0 が有するェンジン制

御部 6 は、アクセルセンサ 2 2 での検出結果に基づいてアクセル開度取得

部 6 5 で取得 したァクセル操作量に応 じてエンジン5 を制御することにより

、運転者の要求に沿った駆動力を発生させる。

[0046] また、ブレーキペダル 1 6 を操作することにより、ブレーキ装置を作動さ

せる際における油圧がブレーキ油圧制御装置 1 0 で発生 し、この油圧によつ

てブレーキ装置が作動 し、制動力が発生する。このように、ブレーキペダル



6 の操作時にブレーキ油圧制御装置 1 0 で発生する油圧であるブレーキ油

圧は、ブレーキ圧センサ 2 3 で検出し、ブレーキ操作取得部 6 6 で取得する

。プレ一キ操作取得部 6 6 は、このプレ一キ油圧を、運転者のプレ一キ操作

量として取得する。また、車両 1 の走行時における右折時や左折時、車線の

変更時等に操作するウィン力一レバ一 1 8 の操作状態は、ウィン力一レバ一

1 8 の操作によって切 り替えられるウインカ一スィツチ 2 5 の状態をウイン

力一操作取得部 6 8 で検出することにより取得する。

[0047] また、車両 1 の走行時には、車両 1 の各部に設けられるセンサ類によって

車両 1 の走行状態が検出され、車両 1 の走行制御に用いられる。例えば、車

速センサ 2 1 で検出した車速情報は、走行制御 E C U 6 0 が有する車速取得

部 6 4 で取得 し、車速情報を用いて走行制御を行う際に使用される。

[0048] また、本実施形態 1 に係る運転支援装置 2 は、車両 1 の走行時に運転者に

対 して注意喚起を行うことにより運転支援を行うことが可能になっている。

具体的には、自車両 1 が走行する道路に交差する道路を移動する他の車両等

の移動体に対 して、出会い頭に衝突することを防ぐために、通常の走行時よ

りも注意を払いながら走行する必要がある交差点に自車両 1 が進入する際に

、運転支援を行うことが可能になっている。運転支援装置 2 で行う運転支援

は、車速が所定の速度以下で、所定の条件を満た した場合に実行する。この

運転支援としては、警報装置 5 0 を作動させることによる注意喚起や、プレ

—キ油圧制御装置 1 0 を作動させることによる制動制御、 E P S 装置 1 2 を

作動させることによる操作制御等によって行う。

[0049] 図 6 は、信号機が設置される交差点の説明図である。運転支援装置 2 での

運転支援について説明すると、車両 1 の走行中に車速が所定の速度以下にな

つた場合には、自車両 1 が走行中の道路である走行道路 1 1 1 のインフラ情

報等を取得 し、取得 したインフラ情報等に基づいて、必要に応 じて運転支援

を実行する。換言すると、運転支援装置 2 は、車速が所定の速度以下に低下

した際に、インフラ情報等が、運転支援を行う状態であれば運転支援を行い

、運転支援を行う状態でなければ、運転支援を行わない。



[0050] 例えば、自車両 1 が走行中の道路である走行道路 1 1 1 と、この走行道路

1 1 に対 して交差する交差道路 1 1 2 との交差点 1 1 3 に信号機 1 1 6 が

存在 している場合には、運転支援を行わない。即ち、交差点 1 1 3 に信号機

1 6 が存在 している場合には、当該交差点 1 1 3 を通過する車両は、自車

両 1 を含めて全て信号機 1 1 6 からの信号に従った走行をするので、運転支

援を行わなくても、信号機 1 1 6 の信号に従って走行することにより、安全

に走行することができる。

[0051 ] 信号機 1 1 6 を検出する一例としては、信号機 1 1 6 で発せられる音情報

に基づいて行う。即ち、近年の歩行者用の信号機では、信号が青の状態の場

合に、歩行者信号機スピーカ 1 1 7 から音を発生させるものが多くなつてい

る。このため、インフラ情報取得部 8 0 が有する信号機検出部 8 1 により、

走行音センサ 3 2 で検出した音情報中に、歩行者信号機スピーカ 1 1 7 から

の音情報が含まれているか否かを判断し、車両 1 から所定距離以内に信号機

1 6 が存在するか否かを判断する。これにより、車両 1 から所定距離以内

に存在する信号機 1 1 6 を検知する。

[0052] 図 7 は、交差点の進入時に先行車が存在する場合の説明図である。また、

自車両 1 の前方に、他の車両である先行車 1 2 0 が存在する場合には、運転

者は先行車 1 2 0 に注意を払いながら運転 し、十分注意を払いながら走行す

るので、また、交差点 1 1 2 を走行中/ 停止中の他車両は、先行車 1 2 0 に

注意を払うと考えられ、自車両 1 の出会い頭の衝突の危険性は相対的に低下

すると考えられるので、自車両 1 が交差点 1 1 3 に進入する場合でも、運転

支援は行わない。この先行車 1 2 0 の検出も、例えば、先行車 1 2 0 から発

せられる音情報に基づいて行う。即ち、運転支援 E C U 7 0 が有する他車両

情報取得部 9 2 により、走行音センサ 3 2 で検出した音情報中に、先行車 1

2 0 からの音情報が含まれているか否かを判断し、車両 1 の前方に先行車 1

2 0 が存在するか否かを判断する。

[0053] 図 8 は、交差点進入時の運転支援についての説明図である。これらに対 し

、走行道路 1 1 1 において車両 1 の前方に位置する交差点 1 1 3 が、信号機



6 が設置されない交差点 1 1 3 である無信号交差点 1 1 4 であったり、

先行車 1 2 0 が存在 しなかったりする場合には、この交差点 1 1 3 への進入

時に運転支援を行う。

[0054] これらのインフラ情報は、カメラ3 1 や走行音センサ 3 2 や レーダ一セン

サ 3 3 での検出結果を、運転支援 E C U 7 0 が有するインフラ情報取得部 8

0 や他車両情報取得部 9 2 で取得 し、車速が所定の速度以外になった場合に

、運転支援を行う条件を満た しているか否かを、これらの取得 した情報に基

づいて、支援条件判定部 9 8 で判定する。即ち、支援条件判定部 9 8 は、車

速が所定の速度以外になった場合に、自車両 1 の前方の交差点 1 1 3 の情報

や先行車 1 2 0 の情報に基づいて、運転支援を行う条件を満た しているか否

かを判定する。

[0055] 運転支援装置 2 で行う運転支援としては、運転者に対する注意喚起や、制

動制御、操作制御等の運転支援制御を、運転支援 E C U 7 0 が有する支援実

行部 1 0 0 によって実行することにより、運転者に対する運転支援を実行す

る。例えば、走行音センサ 3 2 で検出した音情報や、 レーダ一センサ 3 3 で

検出した 3 次元情報に基づいて、交差道路 1 1 2 を走行 して自車両 1 に接近

する接近車両 1 2 の情報を取得 し、この取得 した接近車両 1 2 の情報に

基づいて、接近車両 1 2 2 が接近 していることを運転者に知らせる。

[0056] 具体的には、音情報は、運転支援 E C U 7 0 が有する走行音センサ制御部

7 3 で走行音センサ 3 2 を制御することにより、自車両 1 の周囲の音情報を

検出し、走行音センサ 3 2 で検出した音情報を、インフラ情報取得部 8 0 で

取得する。また、 3 次元情報は、運転支援 E C U 7 0 が有するレーダ一制御

部 7 4 でレーダ一センサ 3 3 を制御することにより、自車両 1 の周囲の物体

の 3 次元情報を検出し、 レーダ一センサ 3 3 で検出した 3 次元情報を、イン

フラ情報取得部 8 0 で取得する。

[0057] 運転支援時における運転者に対する注意喚起は、支援実行部 1 0 0 が有す

る警報制御部 1 0 1 で警報装置 5 0 を制御することによって行う。警報制御

部 1 0 1 は、警報装置 5 0 を制御することにより、交差道路 1 1 2 に接近車



両 1 2 2 が存在することを警報装置 5 0 の表示部 5 で表示 した り、 警報装

置 5 0 のプザ一 5 2 か ら警報音を発信 した りする。 これにより、運転者 に対

して警報 し、運転者 に対する注意喚起の運転支援 を行 う。

[0058] また、運転支援時における制動制御は、運転支援時における制御信号を、

支援実行部 1 0 0 が有する走行制御介入部 1 0 2 か らエンジン制御部 6 や

プレ一キ制御部 6 に伝達することにより行 う。ェンジン制御部 6 1 ゃプレ

ーキ制御部 6 2 は、走行制御介入部 1 0 2 か ら伝達された制御信号に基づい

てエンジン 5 やブレーキ油圧制御装置 1 0 を制御することにより、駆動力を

低減 させた り制動力を発生させた りし、 自車両 1 と接近車両 1 2 2 とが接触

しないように自車両 1 を減速させる。

[0059] また、運転支援時における操舵制御は、運転支援時における制御信号を走

行制御介入部 1 0 2 か ら操舵制御部 6 3 に伝達することにより行 う。操舵制

御部 6 3 は、走行制御介入部 1 0 2 か ら伝達された制御信号に基づいて E P

S 装置 1 2 を制御することにより、運転者 に対 して操舵 を促 した り操舵 トル

クを発生させた りし、 自車両 1 と接近車両 1 2 2 とが接触 しないように自車

両 1 の進行方向を変化させる。

[0060] これ らのように行 う交差点 1 1 3 への進入時における運転支援では、イン

フラの状態は、 自車両 1 や接近車両 1 2 2 の状態によって支援の強度である

支援 レベルを変化させる。例えば、インフラの状態 ごとの運転者の注意度や

、交差点 1 1 3 への進入時における車速、 自車両 1 に接近する接近車両 1 2

2 の速度等によって、支援 レベルを変化させる。 この運転支援の支援 レベル

は、運転者 に対する注意喚起の度合いや、 自車両 1 の走行制御の制御量によ

つて変化させる。

[0061 ] 即ち、警報装置 5 0 の表示部 5 で所定の光を発光することによる運転支

援では、発光時における光量や色を変化させた り、点滅 させた りすることに

より、運転支援の支援 レベルを変化させる。 また、警報装置 5 0 のプザ一 5

2 か ら警報音を発生させることによる運転支援では、 プザ一 5 2 か ら発生す

る警報音の音量や周波数 を変化させることにより、運転支援の支援 レベルを



変化させる。また、制動制御による運転支援では、制動力の大きさを変化さ

せることにより、運転支援の支援 レベルを変化させ、操舵制御による運転支

援では、操舵 トルクの大きさや操舵角の大きさを変化させることにより、運

転支援の支援 レベルを変化させる。

[0062] 次に、本実施形態 1 に係る運転支援装置 2 で運転支援を行う場合における

処理手順の概略について説明する。図 9 は、実施形態 1 に係る運転支援装置

によって運転支援を行う際におけるフロー図である。なお、以下の処理は、

車両 1 の走行制御時における所定の時間ごとに呼び出されて実行する。車両

1 の走行中に、運転支援のフローが呼び出された場合には、まず、車速V

V であるか否かを判定する （ステップS T 1 0 1 ) 。この判定は、運転支

援 E C U 7 0 が有する支援条件判定部 9 8 で行う。

[0063] 支援条件判定部 9 8 は、走行制御 E C U 6 0 の車速取得部 6 4 で取得 した

車速情報である現在の車速V と、所定の基準車速V 1 とを比較することによ

り、車速V は基準車速V 1以下であるか否かを判定する。なお、この基準車

速V は、運転支援が必要な交差点 1 1 3 が存在するか否かの判断を車速に

基づいて行う際における基準値として予め設定され、運転支援 E C U 7 0 の

記憶部に記憶されている。

[0064] 支援条件判定部 9 8 での判定により、車速V V であると判定された場

合 （ステップS T 1 0 1、 Y e s 判定）には、無信号交差点 1 1 4 での停車

、または無信号交差点 1 1 4 への進入であるか否かを判定する （ステップS

T 1 0 2 ) 。つまり、信号機検出部 8 で、車両 1 から所定距離以内に信号

機 1 1 6 を検出したか否かに基づいて、車両 1 が減速をすることにより停車

している交差点 1 1 3 、または進入 しょうとしている交差点 1 1 3 が、無信

号交差点 1 1 4 であるか否かを、運転支援 E C U 7 0 が有するインフラ判定

部 8 5 で判定する。支援条件判定部 9 8 は、この判定に基づいて、車両 1 の

走行状態は、無信号交差点 1 1 4 での停車や無信号交差点 1 1 4 への進入で

あるか否かを判定する。

[0065] 支援条件判定部 9 8 での判定により、無信号交差点 1 1 4 での停車、また



は無信号交差点 1 1 4 への進入であると判定された場合 （ステップS T 0

2 、 Y e s 判定）には、先行車 1 2 0 があるか否かを判定する （ステップS

T 1 0 3 ) 。つまり、走行音センサ 3 2 で検出した音情報に基づいて、先行

車 1 2 0 を含む自車両 1 の周囲の他の車両の情報を他車両情報取得部 9 2 で

取得 し、この取得 した結果に基づいて、先行車 1 2 0 が存在するか否かを支

援条件判定部 9 8 で判定する。

[0066] 支援条件判定部 9 8 での判定により、先行車 1 2 0 はないと判定された場

合 （ステップS T 1 0 3 、 N o 判定）には、支援装置を作動させる （ステツ

プS T 1 0 4 ) 。つまり、運転支援 E C U 7 0 の支援実行部 1 0 0 が有する

警報制御部 1 0 1 で警報装置 5 0 を制御することにより注意喚起を行ったり

、ブレーキ制御部 6 2 や操舵制御部 6 3 での制動制御や操舵制御に対 して走

行制御介入部 1 0 2 で制御介入することにより、制動制御や操舵制御を用い

た支援を行ったりする。これにより、自車両 1 は、交差点 1 1 3 を安全に走

行することが可能になる。

[0067] これに対 し、支援条件判定部 9 8 での判定により、車速V V ではない

と判定された場合 （ステップS T 1 0 1、 N o 判定）、または、無信号交差

点 1 1 4 での停車や無信号交差点 1 1 4 への進入ではないと判定された場合

(ステップS T 1 0 2 、 N o 判定）、または、先行車 1 2 0 が存在すると判

定された場合 （ステップS T 1 0 3 、 Y e s 判定）には、支援装置を非作動

にする （ステップS T 1 0 5 ) 。つまり、支援実行部 1 0 0 は、注意喚起の

制御や、制動制御、操舵制御等の運転支援の制御を行わないようにする。

[0068] 以上の実施形態 1 に係る運転支援装置 2 は、現在の車速V が基準車速V

以下であるか否かや、自車両 1 の前方の交差点 1 1 3 の情報、先行車 1 2 0

の有無等の、運転支援の支援作動条件を満たすか否かを支援条件判定部 9 8

で判定 し、支援作動条件を満たすと判定 した場合に、運転支援を実行 してい

る。これにより、所定の支援作動条件を満た していない場合は、運転支援を

実行 しないため、運転支援を必要としない状況で運転支援が実行されること

を抑制でき、不必要な運転支援の実行に起因する運転者の煩わ しさを低減す



ることができる。この結果、運転支援が必要な交差点 1 1 3 を精度良く検出

し、より適切に運転支援を行うことができる。

[0069] また、支援作動条件を満たすと判定する際の条件として、車速 V が基準車

速 V 1以下で、且つ、車両 1 の走行状態が、無信号交差点 1 1 4 における停

車、または無信号交差点 1 1 4 への進入であることが含まれているため、運

転支援を必要な場合にのみ、運転支援を行うことができる。つまり、車速が

低 くなつた場合でも、信号機 1 1 6 が設置される交差点 1 1 3 では、交差点

3 を通過する各車両は信号機 1 1 6 の状態に応 じて走行するため、この

ような交差点 1 1 3 では、運転支援を行う必要性が低減する。このため、車

速が低 くなつた場合でも、無信号交差点 1 1 4 における停車等ではない場合

は運転支援を禁止 し、無信号交差点 1 1 4 における停車等の場合にのみ、運

転支援を実行することにより、より確実に、不必要な運転支援の実行に起因

する煩わ しさを低減することができる。この結果、運転支援が必要な交差点

1 1 3 を、より高い精度で検出して、より適切に運転支援を行うことができ

る。

[0070] また、信号機 1 1 6 で発せられる音情報を含む車両 1 の周囲の音情報を走

行音センサ 3 2 で取得 し、信号機検出部 8 は、この走行音センサ 3 2 で取

得 した音情報に基づいて信号機 1 1 6 を検出するため、容易に信号機 1 1 6

を検出することができる。これにより、車速が低下 した際に、無信号交差点

4 における停車、または無信号交差点 1 1 4 への進入であるか否かを、

容易に判定することができ、不必要な運転支援の実行に起因する煩わ しさを

、容易に低減することができる。この結果、運転支援が必要な交差点 1 1 3

を、容易に高い精度で検出して、適切に運転支援を行うことができる。

[0071 ] また、支援作動条件を満たすと判定する際の条件として、車速 V が基準車

速 V 以下で、且つ、車両 1 から所定距離以内に先行車 1 2 0 が検出されな

いことが含まれているため、運転支援を必要な場合にのみ、運転支援を行う

ことができる。つまり、車速が低 くなつた場合でも、先行車 1 2 0 が存在す

る場合には、自車両 1 の運転者は先行車 1 2 0 に注意 しながら走行 し、また



、交差道路 1 1 2 を走行する他の車両は、先行車 1 2 0 を認識 しながら走行

するため、このような交差点 1 1 3 では、運転支援を行う必要性が低減する

。このため、車速が低 くなつた場合でも、自車両 1 から所定距離以内に先行

車 1 2 0 が検出された場合は運転支援を禁止 し、先行車 1 2 0 が検出されな

い場合にのみ、運転支援を実行することにより、より確実に、不必要な運転

支援の実行に起因する煩わ しさを低減することができる。この結果、運転支

援が必要な交差点 1 1 3 を、より高い精度で検出して、より適切に運転支援

を行うことができる。

[0072] また、支援条件判定部 9 8 は、走行音センサ 3 2 で取得 した音情報に基づ

いて先行車 1 2 0 を検出するため、車速が低下 した際に、先行車 1 2 0 が存

在するか否かを、容易に判定することができ、不必要な運転支援の実行に起

因する煩わ しさを、容易に低減することができる。この結果、運転支援が必

要な交差点 1 1 3 を、容易に高い精度で検出して、適切に運転支援を行うこ

とができる。

[0073] なお、実施形態 1 に係る運転支援装置 2 では、無信号交差点 1 1 4 での停

車、または無信号交差点 1 1 4 への進入であるか否かの判定 （ステップS T

0 2 ) の後に、先行車 1 2 0 の有無の判定 （ステップS T 1 0 3 ) を行つ

ているが、これらの判定は、順序が逆でもよい。また、運転支援を行う場合

における制御は、この 2 種類の判定 （S T 1 0 2 、 S T 1 0 3 ) のどちらか

—方のみが行われる構成でもよい。

[0074] 〔実施形態 2 〕

実施形態 2 に係る運転支援装置 2 は、実施形態 1 に係る運転支援装置 2 と

略同様の構成であるが、運転支援を実行するか否かを、踏切りや料金所の有

無を含めて判定する点に特徴がある。他の構成は実施形態 1 と同様なので、

その説明を省略すると共に、同一の符号を付す。

[0075] 図 1 0 は、実施形態 2 に係る運転支援装置の要部構成図である。本実施形

態 2 に係る運転支援装置 2 は、実施形態 1 に係る運転支援装置 2 と同様に、

走行制御 E C U 6 0 と運転支援 E C U 7 0 とを有 しており、運転支援が必要



な交差点 1 1 3 であるか否かを、インフラ状態や車両 1 の走行状態等に基づ

いて判断 し、運転支援を行うことが可能になっている。このため、運転支援

E C U 7 0 には、車両 1 の周囲を撮像することにより、車両 1 の周囲の画像

情報を取得するカメラ3 1 と、車両 1 の周囲の音情報を検出し、音情報を取

得する走行音センサ 3 2 と、検出波を用いることにより、車両 1 の周囲の物

体の 3 次元情報を取得するレーダ一センサ 3 3 と、運転者に対 して警報を行

う警報装置 5 0 と、などが接続されている。

[0076] また、本実施形態 2 に係る運転支援装置 2 における支援作動条件は、実施

形態 1 に係る運転支援装置 2 での支援作動条件に加え、踏切 りや料金所の有

無も判定条件に含めて運転支援の可否を判定する。このため、本実施形態 2

に係る運転支援装置 2 の運転支援 E C U 7 0 が有するインフラ情報取得部 8

0 は、信号機 1 1 6 を検出する信号機検出部 8 に加え、車両 1 が走行する

道路を横断する踏切 りを検出する踏切検出部 8 2 と、有料道路等の料金所を

検出する料金所検出部 8 3 と、を有 している。

[0077] 本実施形態 2 に係る運転支援装置 2 は、以上のごとき構成からなり、以下

、その作用について説明する。本実施形態 2 に係る運転支援装置 2 は、実施

形態 1 に係る運転支援装置 2 と同様に、車両 1 の走行時には、現在の車速と

、車両 1 の周囲のインフラに基づいて、支援作動条件を満たすか否かを支援

条件判定部 9 8 で判定する。この判定により、支援作動条件を満た している

と判定された場合に、支援実行部 1 0 0 で警報装置 5 0 等を制御することに

よって、運転支援を実行する。

[0078] 図 1 1 は、走行道路に設置される踏切 りを通過する際における説明図であ

る。本実施形態 2 に係る運転支援装置 2 は、線路 1 3 0 が横断する走行道路

1 に設置される踏切 り 1 3 を通過する際には、運転支援を実行 しない

ようにする。つまり、車両 1 が踏切 り 1 3 を通過する場合、車両 1 の運転

者は、車両 1 の通常の走行時よりも、周囲の状況、特に線路 1 3 0 を走行す

る列車の状況について注意をしながら運転をする。このように、車両 1 が踏

切 り 1 3 1 を通過する際には、運転者は周囲に注意を払いながら走行するた



め、車速が低下 した場合でも、運転支援は実行 しない。

[0079] この線路 1 3 0 の検出は、例えば、踏切 り 1 3 の近傍 に設置される遮断

機 1 3 2 が有する警報機である遮断機警報機 1 3 3 か ら発せ られる音情報 に

基づいて行 う。即ち、インフラ情報取得部 8 0 が有する踏切検出部 8 2 によ

り、走行音センサ 3 2 で検出 した音情報中に、遮断機警報機 1 3 3 か らの音

情報が含 まれているか否かを判断 し、遮断機警報機 1 3 3 か らの音情報の有

無に基づいて、車両 1 の前方に踏切 り 1 3 が存在するか否かを判断する。

[0080] 図 1 2 は、走行道路 に設置される料金ゲー トを通過する際における説明図

である。 また、本実施形態 2 に係 る運転支援装置 2 は、走行道路 1 1 1 が有

料道路である場合等に走行道路 1 1 1 に設置される料金ゲ一 卜1 4 2 を通過

する際も、運転支援 を実行 しないようにする。つまり、車両 1 が料金ゲ一 卜

4 2 を通過する際には、料金所 1 4 0 で料金を払 った り、通行券を受け取

つた りするため、料金所 1 4 0 で一旦停車をするが、その際に運転支援 を実

行すると、運転者は煩わ しさを覚える。 このため、車両 1 が料金ゲ一 卜1 4

2 を通過する際には、車速が低下 した場合でも、運転支援は実行 しない。

[0081 ] この料金ゲ一 卜1 4 2 の検出は、例えば、料金所 1 4 0 に設置され、金額

等を発するス ピーカ 1 4 か らの音情報や、料金所 1 4 0 の係員 と運転者 と

の間の会話の音情報 に基づいて行 う。即ち、インフラ情報取得部 8 0 が有す

る料金所検出部 8 3 により、走行音センサ 3 2 で検出 した音情報中に、料金

所 1 4 0 のス ピーカ 1 4 か らの音や会話音の音情報が含 まれているか否か

を判断 し、 これ らの音情報の有無に基づいて、車両 1 の前方に料金ゲー ト1

4 2 が存在するか否かを判断する。

[0082] 次 に、本実施形態 2 に係 る運転支援装置 2 で運転支援 を行 う場合における

処理手順の概略について説明する。図 1 3 は、実施形態 2 に係 る運転支援装

置によって運転支援 を行 う際におけるフロ一図である。車両 1 の走行中に、

運転支援のフローが呼び出された場合には、 まず、車速 V V 1 であるか否

かを支援条件判定部 9 8 で判定する （ステ ップS T 2 0 1 ) 。

[0083] 支援条件判定部 9 8 での判定により、車速 V V であると判定された場



合 （ステップS T 2 0 1、 Y e s 判定）には、次に、インフラ情報を取得す

る （ステップS T 2 0 2 ) 。この取得は、走行音センサ 3 2 で検出した音情

報に基づいて、インフラ情報取得部 8 0 の信号機検出部 8 1、踏切検出部 8

2 、料金所検出部 8 3 で、信号機 1 1 6 、踏切 り 1 3 1、料金ゲ一 卜1 4 2

をそれぞれ検出することにより行う。

[0084] 次に、信号機 1 1 6 があるか否かを判定する （ステップS T 2 0 3 ) 。こ

の判定は、車両 1 から所定距離以内に信号機 1 1 6 が存在するか否かを、信

号機検出部 8 での検出結果に基づいてインフラ判定部 8 5 で行う。

[0085] インフラ判定部 8 5 での判定により、信号機 1 1 6 はないと判定された場

合 （ステップS T 2 0 3 、 N o 判定）には、次に、踏切 り 1 3 があるか否

かを判定する （ステップS T 2 0 4 ) 。この判定は、車両 1 から所定距離以

内に踏切 り 1 3 が存在するか否かを、踏切検出部 8 2 での検出結果に基づ

いてインフラ判定部 8 5 で行う。

[0086] インフラ判定部 8 5 での判定により、踏切 り 1 3 はないと判定された場

合 （ステップS T 2 0 4 、 N o 判定）には、次に、車両 1 は料金所 1 4 0 で

停車中であるか否かを判定する （ステップS T 2 0 5 ) 。この判定は、車両

1 から所定距離以内に料金ゲー 卜1 4 2 が存在するか否かを、料金所検出部

8 3 での検出結果に基づいてインフラ判定部 8 5 で判定することにより、車

速を低下させた車両 1 は料金所 1 4 0 での停車状態であるか否かを判定する

[0087] インフラ判定部 8 5 での判定により、車両 1 は料金所 1 4 0 での停車中で

はないと判定された場合 （ステップS T 2 0 5 、 N o 判定）には、支援装置

を作動させる （ステップS T 2 0 6 ) 。つまり、運転支援 E C U 7 0 の支援

実行部 1 0 0 は、自車両 1 が走行する道路に交差する道路を移動する他の車

両等の接近移動体が、カメラ3 1、走行音センサ 3 2 、またはレーダ一セン

サ 3 3 等により検出された場合に、これらの接近移動体に対 して出会い頭に

衝突することを防ぐために、運転者に対する注意喚起の制御や、制動制御、

操舵制御を用いた支援を行う。これにより、自車両 1 は、交差点 1 1 3 を安



全に走行することが可能になる。

[0088] これに対 し、支援条件判定部 9 8 での判定により、車速 V V ではない

と判定された場合 （ステ ップS T 2 0 1、 N o 判定）、 または、信号機 1 1

6 があると判定された場合 （ステ ップS T 2 0 3 、 Y e s 判定）、 または、

踏切 り 1 3 1 があると判定された場合 （ステ ツプS T 2 0 4 、 Y e s 判定）

、 または、車両 1 は料金所 1 4 0 で停車中であると判定された場合 （ステ ツ

プS T 2 0 5 、 Y e s 判定）には、支援装置を非作動にする （ステ ップS T

2 0 7 ) 。つまり、支援実行部 1 0 0 は、注意喚起の制御や、制動制御、操

舵制御等の運転支援の制御 を行わないようにする。

[0089] 以上の実施形態 2 に係 る運転支援装置 2 は、車速 V が基準車速 V 以下で

あっても、踏切検出部 8 2 で踏切 り 1 3 を検出 した場合には、運転支援 を

禁止するため、運転者が周囲に注意を払いなが ら走行 している際における運

転支援 を禁止することができる。 また、本実施形態 2 に係 る運転支援装置 2

は、車速 V が基準車速 V 以下であっても、料金所検出部 8 3 で料金所 1 4

0 を検出 した場合には、運転支援 を禁止するため、料金の支払い時や通行券

の受け取 り時に一時停止を した際における運転支援 を禁止することができる

。 これにより、車速が低 くなつた場合でも、周囲に注意を払いなが ら走行を

している場合や、交差点 1 1 3 以外での停車時における運転支援 を禁止する

ことができ、 より確実に、不必要な運転支援の実行に起因する煩わ しさを低

減することができる。 この結果、運転支援が必要な交差点 1 1 3 を、 より高

い精度で検出 して、 より適切 に運転支援 を行 うことができる。

[0090] なお、実施形態 2 に係 る運転支援装置 2 では、踏切 り 1 3 の有無の判定

(ステ ップS T 2 0 4 ) の後 に、料金所 1 4 0 で停車中であるか否かの判定

(ステ ップS T 2 0 5 ) を行 っているが、 これ らの判定は、順序が逆でもよ

し、。 また、運転支援 を行 う場合における制御は、 この 2 種類の判定 （S T 2

0 4 、 S T 2 0 5 ) の どち らか一方のみが行われる構成でもよい。

[0091 ] 〔実施形態 3 〕

実施形態 3 に係 る運転支援装置 2 は、実施形態 1 に係 る運転支援装置 2 と



略同様の構成であるが、運転支援を実行するか否かを、車両 1 が右左折状態

であるか否かを含めて判定する点に特徴がある。他の構成は実施形態 1 と同

様なので、その説明を省略すると共に、同一の符号を付す。

[0092] 図 1 4 は、実施形態 3 に係る運転支援装置の要部構成図である。本実施形

態 3 に係る運転支援装置 2 は、実施形態 1 に係る運転支援装置 2 と同様に、

走行制御 E C U 6 0 と運転支援 E C U 7 0 とを有 しており、運転支援が必要

な交差点 1 1 3 であるか否かを、インフラ状態や車両 1 の走行状態等に基づ

いて判断 し、運転支援を行うことが可能になっている。

[0093] また、本実施形態 3 に係る運転支援装置 2 における支援作動条件は、実施

形態 1 に係る運転支援装置 2 での支援作動条件に加え、自車両 1 が右折や左

折を行う状態であるか否かや、車両 1 がー時停車の状態であるか否かも判定

条件に含めて運転支援の可否を判定する。このため、本実施形態 3 に係る運

転支援装置 2 の運転支援 E C U 7 0 は、運転者による運転操作の情報を取得

する運転情報取得部 8 6 を有 しており、この運転情報取得部 8 6 は、運転者

によるウインカ一操作の有無を検出するウインカ一操作検出手段であるウイ

ンカ一操作検出部 8 7 と、車両 1 が右左折待ち状態であるか否かを判定する

右左折待ち状態判定手段である右左折待ち状態判定部 8 8 と、車両 1 を一時

停車させている状態であるか否かを判定する一時停車状態判定部 9 0 と、を

有 している。

[0094] 本実施形態 3 に係る運転支援装置 2 は、以上のごとき構成からなり、以下

、その作用について説明する。本実施形態 3 に係る運転支援装置 2 は、実施

形態 1 に係る運転支援装置 2 と同様に、車両 1 の走行時には、所定の支援作

動条件を満たすか否かを判定 し、この判定により、支援作動条件を満た して

いると判定された場合に、運転支援を実行する。

[0095] また、本実施形態 3 に係る運転支援装置 2 は、交差点 1 1 3 の状態や、交

差点 1 1 3 を通過する際における車両 1 の状態に応 じて運転支援を実行する

。例えば、車両 1 が停車、または進入 しょうとしている交差点 1 1 3 が大規

模交差点であるか否かに基づいて運転支援の可否を判定 し、交差点 1 1 3 が



大規模交差点である場合には、運転支援を実行しないようにする。なお、こ

の場合における大規模交差点とは、車両 1が停車、または進入しょうとして

いる交差点 1 1 3 を構成する道路のうち、少なくとも走行道路 1 1 1 におけ

る自車両 1が走行している側の車線が複数の車線になっている交差点 1 1 3

をいう。

[0096] 本実施形態 3 に係る運転支援装置 2 では、走行音センサ3 2 で取得した音

情報に基づいて、自車両 1の周囲に複数の車両音が一定時間内で安定して存

在するか否かをインフラ判定部 8 5 で判定し、交差点 1 1 3 は大規模交差点

であるか否かを判定する。即ち、自車両 1の周囲を走行する他の車両の交通

量に基づいて、大規模交差点であるか否かを判定する。このような大規模交

差点では、車両 1は信号機 1 1 6 に従って交差点 1 1 3 を通過するため、信

号機 1 1 6 に従って走行をすることにより運転支援を行わなくても安全に走

行することができる。従って、交差点 1 1 3 が大規模交差点であると判定さ

れた場合には、運転支援を禁止する。

[0097] また、このような大規模交差点では、走行道路 1 1 1側の信号が、交差点

1 3 の通過を許可する状態になっている場合でも、右折や左折を行う場合

には、対向車線を走行する対向車や歩行者の通過待ちのため、すぐに右折や

左折を行うことができない場合がある。この場合、自車両 1は車速が低下し

、一時停止のような状態になることもあるが、右折や左折時は、運転者の運

転操作を優先させるのが好ましい。このため、右折時や左折時は、運転支援

を禁止する。

[0098] これらの右折や左折の判断は、ウィンカーレバー 1 8 の操作状態と、自車

両 1の周囲を走行する他の車両の走行状態に基づいて判断する。具体的には

、ウィン力一レバ一 1 8 の操作状態は、ウィン力一レバ一 1 8 によって切り

替えられるウインカ一スィツチ2 5 の状態を走行制御 E C U 6 0 が有するゥ

インカ一操作取得部 6 8 で取得する。さらに、走行音センサ 3 2 での検出結

果に基づいて、走行道路 1 1 1 において自車両 1 を追い越す追越車や、対向

車線を走行する対向車の状態を他車両情報取得部 9 2 で取得する。これらの



ウィン力一レバ一 1 8 の状態と、追越車、対向車の状態とに基づいて、運転

情報取得部 8 6 の右左折待ち状態判定部 8 8 で、右左折待ち状態であるか否

かを判定 し、この判定結果に基づいて、支援条件判定部 9 8 によって運転支

援の実行の可否を判定する。

[0099] また、本実施形態 3 に係る運転支援装置 2 では、車速が低下 した場合でも

、自車両 1 を路肩に一時停車させる際には、運転支援を禁止する。この一時

停車状態の判定は、ハザー ドスィッチ （図示省略）や、また、車間の走行時

であれば、テールランプ （図示省略）の状態等に基づいて判定する。即ち、

ハザ一 ドスィツチが0 Nであったり、夜間の走行時にテールランプが消灯さ

れたりした際において、自車両 1 を追い越す追越車が検出された際には、運

転情報取得部 8 6 の一時停車状態判定部 9 0 で、自車両 1 は一時停車の状態

であると判定する。支援条件判定部 9 8 は、このように自車両 1 がー時停車

の状態であると判定された場合には、運転支援を禁止する判定をする。

[01 00] 次に、本実施形態 3 に係る運転支援装置 2 で運転支援を行う場合における

処理手順の概略について説明する。図 1 5 は、実施形態 3 に係る運転支援装

置によって運転支援を行う際におけるフロ一図である。車両 1 の走行中に、

運転支援のフローが呼び出された場合には、まず、車速V V 1 であるか否

かを支援条件判定部 9 8 で判定する （ステップS T 3 0 1 ) 。

[01 0 1 ] 支援条件判定部 9 8 での判定により、車速V V であると判定された場

合 （ステップS T 3 0 1、 Y e s 判定）には、次に、他車両情報を取得する

(ステップS T 3 0 2 ) 。この取得は、走行音センサ 3 2 で検出した音情報

に基づいて、運転支援 E C U 7 0 の他車両情報取得部 9 2 で行う。この場合

における他車両の情報は、先行車 1 2 0 や、自車両 1 を追い越す追越車、自

車両 1 に対する対向車等、自車両 1 の周囲全般を走行する他車両の情報を取

得する。

[01 02] 次に、他車両情報取得部 9 2 で取得 した他車両の情報に基づいて、先行車

1 2 0 があるか否かを支援条件判定部 9 8 で判定する （ステップS T 3 0 3

) 。支援条件判定部 9 8 での判定により、先行車 1 2 0 はないと判定された



場合 （ステ ツプ S T 3 0 3 、 N o 判定）には、大規模交差点であるか否かを

判定する （ステ ップ S T 3 0 4 ) 。即 ち、走行音セ ンサ 3 2 で取得 した音情

報 に基づいて、 自車両 1 の近傍 に位置する交差点 1 1 3 は大規模交差点であ

るか否かをインフラ判定部 8 5 で判定する。

[01 03] なお、大規模交差点であるか否かの判定は、音情報以外 に基づいて行 って

もよ く、例 えば、 カメラ 3 1 で撮像 した画像情報 に基づいて行 ってもよい。

即ち、 カメラ 3 1 で撮像 した画像情報が、走行道路 1 1 1 に複数の車線が存

在 していることを示 している場合 には、大規模交差点であると判定すること

がで きる。

[01 04] イ ンフラ判定部 8 5 での判定によ り、大規模交差点ではないと判定された

場合 （ステ ップ S T 3 0 4 、 N o 判定）には、次 に、運転情報 を取得する （

ステ ップ S T 3 0 5 ) 。 この取得 は、 ウィン力一スィ ッチ 2 5 の状態 をウイ

ンカ一操作検 出部 8 7 で検 出 した り、ハザ一 ドスィ ツチの状態やテール ラン

プの点灯状態 を一時停車状態判定部 9 0 で取得 した りするな どによ り、運転

情報取得部 8 6 で行 う。

[01 05] 次 に、右 ウィンカーが点灯 し、且つ、連続対向車が存在する状態であるか

否かを判定する （ステ ップ S T 3 0 6 ) 。 つ まり、 ウィン力一操作検 出部 8

7 で検 出 したウィン力一スィ ツチ 2 5 が、右 ウィン力一を点灯させる状態で

あ り、他車両情報取得部 9 で取得 した他車両の状態が、 自車両 1 の右側 に

連続 して対向車が存在するか否かを、右左折待ち状態判定部 8 8 で判定する

[01 06] 右左折待ち状態判定部 8 8 での判定によ り、右 ウィンカーが点灯 し、且つ

、連続対向車が存在する状態ではないと判定された場合 （ステ ップ S T 3 0

6 、 N o 判定）には、次 に、左 ウインカーが点灯 し、且つ、連続追越車が存

在する状態であるか否かを判定する （ステ ップ S T 3 0 7 ) 。 この判定も同

様 に、 ウィンカー操作検 出部 8 7 での検 出結果 と他車両情報取得部 9 2 での

取得結果 とに基づ き、 ウィン力一スィ ツチ 2 5 が左 ウィン力一を点灯させる

状態で、 自車両 1 の右側 に連続 して追越車が存在するか否かを、右左折待ち



状態判定部 8 8 で判定する。

[01 07] 右左折待ち状態判定部 8 8 での判定によ り、左 ウインカーが点灯 し、且つ

、連続追越車が存在する状態ではないと判定された場合 （ステ ップ S T 3 0

7 、 N o 判定）には、次 に、ハザー ドスィ ッチが O N 、 または、夜間走行時

である場合 にはテール ランプが消灯 してお り、且つ、連続走行車が存在する

状態であるか否かを判定する （ステ ップ S T 3 0 8 ) 。 つ まり、ハザ一 ドス

ィ ツチが 0 N であるか、 または自車両 1 が夜間走行時の場合はテール ランプ

が 0 F F であ り、且つ、他車両情報取得部 9 で取得 した他車両の状態が、

自車両 1 の右側 に連続 した追越車や対向車等の連続走行車が存在するか否か

を、一時停車状態判定部 9 0 で判定する。

[01 08] —時停車状態判定部 9 0 での判定によ り、ハザー ドスィ ッチが O N 、 また

は、夜間走行時である場合 にはテール ランプが消灯 してお り、且つ、連続走

行車が存在する状態ではないと判定された場合 （ステ ツプ S T 3 0 8 、 N o

判定）には、支援装置 を作動 させる （ステ ップ S T 3 0 9 ) 。 つ まり、運転

支援 E C U 7 0 の支援実行部 1 0 0 で、運転者 に対する注意喚起の制御や、

制動制御、操舵制御 を用いた支援 を行 う。 これによ り、 自車両 1 は、交差点

3 を安全 に走行することが可能 になる。

[01 09] これ に対 し、車速 V V 1 ではないと判定された場合 （ステ ップ S T 3 0

1 、 N o 判定）、 または、先行車 1 2 0 は存在すると判定された場合 （ステ

ップ S T 3 0 3 、 Y e s 判定）、 または、大規模交差点であると判定された

場合 （ステ ップ S T 3 0 4 、 Y e s 判定）、 または、右 ウインカーが点灯 し

、且つ、連続対向車が存在する状態であると判定された場合 （ステ ップ S T

3 0 6 、 Y e s 判定）、 または、左 ウインカーが点灯 し、且つ、連続追越車

が存在する状態であると判定された場合 （ステ ップ S T 3 0 7 、 Y e s 判定

) 、 または、ハザー ドスィ ッチが 0 N 、 または、夜間走行時である場合 には

テール ランプが消灯 してお り、且つ、連続走行車が存在する状態であると判

定された場合 （ステ ップ S T 3 0 8 、 Y e s 判定）には、支援条件判定部 9

8 は運転支援 を禁止する判定を行い、支援装置 を非作動 にする （ステ ップ S



T 3 1 0 ) 。 つ まり、支援実行部 1 0 0 は、 自車両 1 が他の移動体 と出会い

頭 に衝突することを防 ぐための注意喚起の制御や、制動制御、操舵制御等の

運転支援の制御 を行わないようにする。

[01 10] 以上の実施形態 3 に係 る運転支援装置 2 は、車速 V が基準車速 V 1 以下で

あ っても、車両 1 は右左折待ち状態であると右左折待ち状態判定部 8 8 で判

定 した場合 には、運転支援 を禁止するため、運転者の運転操作 を優先 させる

のが好 ま しい状況では、運転支援 を禁止することがで きる。 これによ り、車

速が低 くな つた場合でも、運転支援が不要であると運転者が考 える走行状態

の場合 には運転支援 を禁止することがで き、 よ り確実 に、不必要な運転支援

の実行 に起因する煩わ しさを低減することがで きる。 この結果、運転支援が

必要な交差点 1 1 3 を、 よ り高い精度で検 出 して、 よ り適切 に運転支援 を行

うことがで きる。

[01 11] また、右左折待ち状態判定部 8 8 は、走行音セ ンサ 3 2 で取得 した音情報

に基づいて対向車が検 出され、且つ、 ウィン力一操作検 出部 8 7 によってゥ

インカ一操作が行われた ことが検 出された場合 に、車両 1 は右左折待ち状態

であると判定するため、右左折待ち状態であることを容易に判定することが

で きる。 これによ り、車速が低下 した際に、 自車両 1 は右左折待ち状態であ

るか否かを、容易に判定することがで き、不必要な運転支援の実行 に起因す

る煩わ しさを、容易に低減することがで きる。 この結果、運転支援が必要な

交差点 1 1 3 を、容易に高い精度で検 出 して、適切 に運転支援 を行 うことが

で きる。

[01 12] なお、実施形態 3 に係 る運転支援装置 2 では、大規模交差点であるか否か

の判定 （ステ ップ S T 3 0 4 ) 、右折待ち状態であるか否かの判定 （ステ ツ

プ S T 3 0 6 ) 、左折待ち状態であるか否かの判定 （ステ ップ S T 3 0 7 )

、 一時停車状態であるか否かの判定 （ステ ップ S T 3 0 8 ) の順番で各判定

を行 っているが、 これ らの判定は、 これ以外の順序で行 ってもよい。 また、

運転支援 を行 う場合 における制御 は、 この 4 種類の判定 （S T 3 0 4 、 S T

3 0 6 、 S T 3 0 7 、 S T 3 0 8 ) を全て行わな くてもよ く、一部の判定を



行わなか った り、 いずれかの判定を単独で行 った りする構成でもよい。

[01 13] 〔実施形態 4 〕

実施形態 4 に係 る運転支援装置 2 は、実施形態 1 に係 る運転支援装置 2 と

略同様の構成であるが、運転支援 を実行するか否かを、支援要求スィ ッチの

操作状態 を含めて判定する点に特徴がある。他の構成 は実施形態 1 と同様な

ので、 その説明を省略すると共 に、同一の符号 を付す。

[01 14] 図 1 6 は、実施形態 4 に係 る運転支援装置 を搭載する車両の運転席の概略

図である。図 1 7 は、実施形態 4 に係 る運転支援装置の要部構成図である。

本実施形態 4 に係 る運転支援装置 2 は、実施形態 1 に係 る運転支援装置 2 と

同様 に、走行制御 E C U 6 0 と運転支援 E C U 7 0 とを有 してお り、運転支

援が必要な交差点 1 1 3 であるか否かを、 イ ン フ ラ状態や車両 1 の走行状態

等 に基づいて判断 し、運転支援 を行 うことが可能 にな っている。 さ らに、本

実施形態 4 に係 る運転支援装置 2 では、運転支援の作動の可否を、運転者の

操作 によって切 り替えることが可能 にな っている。

[01 15] 詳 しくは、本実施形態 4 に係 る運転支援装置 2 を搭載する車両 1 の車内に

は、運転支援装置 2 の作動モ一 ドを切 り替える作動モ一 ド切替スィ ツチ 5 5

が設 け られている。本実施形態 4 に係 る運転支援装置 2 では、作動 モ ー ドを

、 自動的に作動する才一 卜モ ー ドと、運転者が作動の O N とO F F とを切 り

替えるマニュアルモ一 ドとに切 り替え可能 にな ってお り、作動モ一 ド切替ス

ィ ツチ 5 5 は、 こ の 才 ー トモ一 ドとマニュアルモ一 ドとを切 り替えるスィ ッ

チにな っている。 また、 ステア リングホイール 1 7 には、作動モー ド切替ス

イ ッチ 5 5 をマニュアルモ一 ドに切 り替えた際に、 0 N と0 F F とを切 り替

えることによ り、運転者の意思で運転支援の作動 と停止 とを切 り替えること

がで きる支援要求スィ ツチ 5 6 が配設 されている。

[01 16] これ らの作動モー ド切替スィ ッチ 5 5 と支援要求スィ ッチ 5 6 とは、共 に

運転支援 E C U 7 0 に接続 されている。 この運転支援 E C U 7 0 は、作動 モ

- ド切替スィ ツチ 5 5 や支援要求スィ ツチ 5 6 の状態 に基づいて運転支援制

御の動作状態 を制御する動作状態制御部 7 を有 している。



[01 17] 本実施形態 4 に係 る運転支援装置 2 は、以上の ごとき構成か らな り、以下

、 その作用について説明する。本実施形態 4 に係 る運転支援装置 2 は、実施

形態 1 に係 る運転支援装置 2 と同様 に、車両 1 の走行時には、所定の支援作

動条件 を満たすか否かを判定 し、 この判定によ り、支援作動条件 を満た して

いると判定された場合 に、運転支援 を実行する。 また、本実施形態 4 に係 る

運転支援装置 2 は、作動モ一 ド切替スィ ツチ 5 5 や支援要求スィ ツチ 5 6 に

よって、運転支援 を作動する状態 に切 り替え られている際に、運転支援 を行

う条件 を満た していると支援条件判定部 9 8 で判定 した場合 に、運転支援 を

実行する。

[01 18] 詳 しくは、運転支援装置 2 による運転支援 は、作動モー ド切替スィ ッチ 5

5 を切 り替えることによ り、交差点 1 1 3 への進入時に自動的に実行するか

、運転者の任意で実行するかを切 り替えることが可能 にな っている。作動モ

— ド切替スィ ッチ 5 5 は、車両 1 が交差点 1 1 3 に進入する際に、 自車両 1

の状態 と周囲の環境 とに応 じて自動的に運転支援 を実行する才一 トモ一 ドと

、交差点 1 1 3 への進入時に運転支援 を実行するか否かを運転者が選択する

ことがで きるマニュアルモ一 ドとに切 り替えることが可能 にな つている。

[01 19] また、作動モー ド切替スィ ッチ 5 5 がマニュアルモー ドの場合は、 ステア

リングホイール 1 7 に配設 される支援要求スィ ツチ 5 6 の O N とO F F とを

切 り替えることによ り、交差点 1 1 3 への進入時における運転支援の 0 N と

0 F F とを切 り替えることが可能 にな っている。 これ らの作動モ一 ド切替ス

イ ッチ 5 5 や支援要求スィ ツチ 5 6 の状態は、運転支援 E C U 7 0 が有する

動作状態制御部 7 で取得 し、運転支援 E C U 7 0 は、動作状態制御部 7

で取得 したスイ ツチの状態 に応 じて、運転支援制御 を行 う。

[01 20] つ ま り、動作状態制御部 7 1 は、作動モー ド切替スィ ッチ 5 5 が才一 トモ

- ドの場合、及び作動モ一 ド切替スィ ツチ 5 5 がマニュアルモ一 ドで、支援

要求スィ ッチ 5 6 が O N の場合 に、支援実行部 1 0 0 に対 して交差点 1 1 3

進入時の運転支援 を実行 させる。 これに対 し、動作状態制御部 7 1 は、作動

モ一 ド切替スィ ツチ 5 5 がマニュアルモ一 ドで、支援要求スィ ツチ 5 6 が 0



F F の場合 には、支援実行部 1 0 0 で運転支援 を実行 させないようにする。

[01 2 1 ] このため、作動モー ド切替スィ ッチ 5 5 を才一 卜モー ドに切 り替えた場合

には、運転支援装置 2 は、車両 1 の走行状態 と運転者の運転状態 とに基づい

て、運転支援が必要な交差点 1 1 3 に車両 1 が進入すると判断する度 に、運

転支援制御 を行 う。

[01 22] これ に対 し、作動モー ド切替スィ ッチ 5 5 をマニュアルモー ドに切 り替え

た際には、運転支援装置 2 は、支援要求スィ ッチ 5 6 が O N の状態で、運転

支援が必要であると判断された交差点 1 1 3 内に自車両 1 が進入する場合 に

、運転支援制御 を行 う。 また、作動モー ド切替スィ ッチ 5 5 をマニュアルモ

— ドに切 り替え、支援要求スィ ッチ 5 6 を O F F に した状態では、運転支援

が必要であると判断された交差点 1 1 3 に車両 1 が進入する場合でも、運転

支援装置 2 は運転支援制御 を行わない。

[01 23] 次 に、本実施形態 4 に係 る運転支援装置 2 で運転支援 を行 う場合 における

処理手順の概略について説明する。図 1 8 は、実施形態 4 に係 る運転支援装

置 によって運転支援 を行 う際におけるフロ一図である。車両 1 の走行中に、

運転支援のフローが呼び出された場合 には、 まず、車速 V V 1 であるか否

かを支援条件判定部 9 8 で判定する （ステ ップ S T 4 0 1 ) 。

[01 24] 支援条件判定部 9 8 での判定によ り、車速 V V であると判定された場

合 （ステ ップ S T 4 0 1 、 Y e s 判定）には、次 に、支援要求スィ ッチ 5 6

の信号 を取得する （ステ ップ S T 4 0 2 ) 。 この支援要求スィ ッチ 5 6 の信

号は、運転支援 E C U 7 0 が有する動作状態制御部 7 で取得する。

[01 25] 次 に、支援要求スィ ッチ 5 6 は 0 F F であるか否かを判定する （ステ ップ

S T 4 0 3 ) 。 つ まり、動作状態制御部 7 1 で取得 した支援要求スィ ッチ 5

6 の信号が 0 F F であるか否かを、支援条件判定部 9 8 で判定する。

[01 26] 支援条件判定部 9 8 での判定によ り、支援要求スィ ッチ 5 6 は 0 F F では

ないと判定された場合 （ステ ップ S T 4 0 3 、 N o 判定）には、支援装置 を

作動 させる （ステ ップ S T 4 0 4 ) 。 つ まり、支援要求スィ ッチ 5 6 が 0 N

である場合 には、運転者が運転支援 を要求 していると判断することがで きる



ため、運転支援 E C U 7 0 の支援実行部 1 0 0 で、運転者 に対する注意喚起

の制御や、制動制御、操舵制御 を用いた支援 を行 う。 これによ り、 自車両 1

は、交差点 1 1 3 を安全 に走行することが可能 になる。

[01 27] これ に対 し、車速 V V 1 ではないと判定された場合 （ステ ップ S T 4 0

1 、 N o 判定）、 または、支援要求スィ ッチ 5 6 は 0 F F であると判定され

た場合 （ステ ツプ S T 4 0 3 、 Y e s 判定）には、支援条件判定部 9 8 は運

転支援 を禁止する判定を行い、支援装置 を非作動 にする （ステ ップ S T 4 0

5 ) 。 つ まり、支援実行部 1 0 0 は、注意喚起の制御や、制動制御、操舵制

御等の運転支援の制御 を行わないようにする。

[01 28] 以上の実施形態 4 に係 る運転支援装置 2 は、車速 V が基準車速 V 1 以下で

あ っても、支援要求スィ ッチ 5 6 が 0 F F である場合 には、運転支援 を禁止

するため、運転者が運転支援の停止を望んでいる場合 に運転支援 を禁止する

ことがで きる。 これによ り、車速が低 くな つた場合でも、運転支援が不要で

あると運転者が考 える走行状態の場合 には運転支援 を禁止することがで き、

よ り確実 に、不必要な運転支援の実行 に起因する煩わ しさを低減することが

で きる。 この結果、運転支援が必要な交差点 1 1 3 を、 よ り高い精度で検 出

して、 よ り適切 に運転支援 を行 うことがで きる。

[01 29] 〔変形例〕

なお、上述 した実施形態 1 ~ 4 に係 る運転支援装置 2 では、車速 V が基準

車速 V 以下でなか った り、車速 V が基準車速 V 以下でも先行車 1 2 0 や

信号機 1 1 6 、踏切 り 1 3 があ った り、料金所 1 4 0 での停車中であ った

り、右左折待ち状態や一時停車中であ った りする場合 には、運転支援 を禁止

しているが、 これ らの場合でも、運転支援 を禁止に しな くてもよい。

[01 30] これ らの場合 には、支援 レベル を弱 くして運転支援 を実行 してもよい。つ

まり、上述 した実施形態 1 ~ 4 に係 る運転支援装置 2 において、支援装置 を

非作動 にすると判定される条件の場合 には、支援装置 を作動 させると判定さ

れる条件の場合 と比較 して、支援 レベル を弱 くして運転支援 を実行 してもよ

し、。運転支援 を禁止に しな くても、支援 レベル を弱 くすることでも、運転者



が運転支援 をそれほど望んでいない場合 に運転支援が実行 されることに起因

する煩わ しさを低減することがで きる。

[01 3 1 ] また、上述 した実施形態 1 ~ 4 に係 る運転支援装置 2 では、信号機 1 1 6

や踏切 り 1 3 1 、料金ゲ一 卜1 4 2 等の有無や、先行車 1 2 0 等の他車両の

有無 を、走行音セ ンサ 3 2 で検 出 した音情報 に基づいて判定 しているが、 こ

れ らのインフラや他車両の有無は、音情報以外 に基づいて判定 してもよい。

インフラや他車両の有無等は、 カメラ 3 1 で撮像 した画像情報や、 レーダ一

セ ンサ 3 3 で検 出 した 3 次元情報 に基づいて判定 してもよい。つまり、信号

機検 出部 8 や踏切検 出部 8 2 や料金所検 出部 8 3 や他車両情報取得部 9 2

は、 カメラ 3 1 で撮像 した画像情報や、 レーダ一セ ンサ 3 3 で検 出 した 3 次

元情報 に基づいて、信号機 1 1 6 や踏切 り 1 3 1 、料金ゲ一 卜1 4 2 等のィ

ンフラや、先行車 1 2 0 や追越車、対向車等の他車両 を検 出 してもよい。

[01 32] 図 1 9 は、実施形態 1 に係 る運転支援装置の変形例 を示す要部構成図であ

る。 また、他の車両の検 出は、音情報や画像情報等 によって自車両 1 の周囲

の状況 を検 出すること以外 によって行 ってもよ く、例 えば、通信 を用いても

よい。 この場合、 自車両 1 には、他の車両 との間で情報の送受信が可能な通

信装置 1 5 0 を設 け、運転支援 E C U 7 0 には、通信装置 1 5 0 での通信の

制御 を行 う通信制御部 9 4 を設 ける。 これによ り、 自車両 1 の周囲に、車車

間通信が可能な他車両が存在する場合 に、車車間通信 によって この他車両の

情報 を取得することがで きる。

[01 33] このため、例 えば、 自車両 1 の前方 を走行する先行車 1 2 0 が、車車間通

信が可能な車両である場合、支援条件判定部 9 8 は、先行車 1 2 0 か ら送信

され、通信装置 1 5 0 で受信 した情報 に基づいて先行車 1 2 0 を検 出するこ

とがで きる。 これによ り、先行車 1 2 0 の存在 を、 よ り確実 に判定すること

がで きるため、車速 V が基準車速 V 1 以下にな った場合でも、通信装置 1 5

0 と通信制御部 9 4 とによって先行車 1 2 0 を検 出 した場合 には運転支援 を

禁止することによ り、不必要な運転支援の実行 に起因する運転者の煩わ しさ

を、 よ り確実 に低減することがで きる。



[01 34] また、信号機 1 1 6 や踏切 り 1 3 1 等のインフラ情報の検 出も、音情報や

画像情報等 によって自車両 1 の周囲の状況 を検 出すること以外 によって行 つ

てもよ く、例 えば、車両 1 に搭載 される力一ナ ビゲ一シ ヨンシステムを用い

て検 出 してもよい。 力一ナ ビゲ一シ ヨンシステムでは、地図情報上 における

自車両 1 の位置 をG P S ( G l o b a l P o s i t i o n i n g S y s

t e m ) を用いて認識することがで きるため、 自車両 1 の進行方向に信号機

6 や踏切 り 1 3 1 等がある場合、 それ らを検知することがで きる。

[01 35] また、上述 した実施形態 1 ~ 4 に係 る運転支援装置 2 では、車速 と、 イン

フラ情報及び他の車両の情報 に基づいて運転支援の可否を判定 しているが、

判定をする順番は、上述 したものには限 られない。判定の順番 に関わ らず、

車速が低下 した際に、 インフラ情報や他の車両の情報等 に基づいて運転支援

の実行の可否を判定することによ り、不必要な運転支援の実行 に起因する運

転者の煩わ しさを低減することがで き、適切 に運転支援 を行 うことがで きる

[01 36] また、運転支援装置 2 は、上述 した実施形態 1 ~ 4 、及び変形例で用い ら

れている構成や制御等 を適宜組み合わせてもよ く、 または、上述 した構成や

制御以外 を用いてもよい。運転支援装置 2 の構成や制御方法 に関わ らず、車

速が低下 した際に、車両 1 の前方の交差点情報や先行車情報等 に基づいて運

転支援の実行の可否を判定することによ り、運転支援が必要な交差点 1 1 3

を精度良 く検 出 し、 よ り適切 に運転支援 を行 うことがで きる。

符号の説明

[01 37] 車両

運転支援装置

5 エ ンジン

1 0 ブ レーキ油圧制御装置

1 2 E P S 装置

1 8 ウインカ一 レバ一

車速セ ンサ



ウ ィ ン力一 ス ィ ッチ

カ メ ラ （撮像手段）

走行音セ ンサ （集音手段）

レーダ一セ ンサ （3 次元情報取得手段）

警報装置

作動 モ ー ド切替 ス ィ ッチ

支援要求ス ィ ッチ

走行制御 E C U

エ ンジ ン制御部

ブ レーキ制御部

操舵制御部

車速取得部 （車速取得手段）

ウィンカー操作取得部

運転支援 E C U

動作状態制御部

カ メ ラ制御部

走行音セ ンサ制御部

レーダー制御部

イ ン フ ラ情報取得部

信号機検 出部 （信号機検 出手段）

踏切検 出部

料金所検 出部

イ ン フ ラ判定部

運転情報取得部

ウィン力一操作検 出部 （ウィン力一操作検 出手段 )

右左折待ち状態判定部 （右左折待ち状態判定手段 )

一時停車状態判定部

他車両情報取得部



通信制御部

支援条件判定部 （支援条件判定手段 )

支援実行部 （運転支援手段）

走行道路

交差点

無信号交差点

信号機

先行車

踏切 り

料金所

料金ゲ一 卜

通信装置 （通信手段）



請求の範囲

車両の車速の情報 を取得する車速取得手段 と、

前記車両の運転者 に対 して運転支援 を行 う条件である支援作動条件

を満たすか否かを、前記車速取得手段で取得 した前記車速が基準車速

以下であるか否か、及び前記車両の前方の交差点情報、 または、先行

車情報 に基づいて判定する支援条件判定手段 と、

前記支援作動条件 を満たす と前記支援条件判定手段で判定 した場合

に、前記運転支援 と して少な くとも前記運転者 に対する注意喚起、制

動制御、操舵制御のいずれかを含む支援 を実行する運転支援手段 と、

を備 えることを特徴 とする運転支援装置。

前記支援条件判定手段 は、前記車速が前記基準車速以下で、且つ、

前記車両の前方の交差点が、信号機 が設置 されない交差点である無信

号交差点であ り、 さ らに、前記車両の走行状態が、前記無信号交差点

における停車、 または前記無信号交差点への進入である場合 には、前

記支援作動条件 を満たす と判定する請求項 1 に記載の運転支援装置。

前記支援条件判定手段 は、前記車速が前記基準車速以下であ つても

、前記車両の走行状態が、前記無信号交差点における停車ではない、

または前記無信号交差点への進入ではない場合 には、前記運転支援 を

禁止する請求項 2 に記載の運転支援装置。

前記運転支援手段 は、前記車速が前記基準車速以下で、且つ、前記

車両の走行状態が、前記無信号交差点における停車ではない、 または

前記無信号交差点への進入ではない場合 には、前記車両の走行状態が

、前記無信号交差点における停車、 または前記無信号交差点への進入

である場合 と比較 して、前記運転支援の支援 レベ ル を弱 くする請求項

に記載の運転支援装置。

前記信号機 を検 出する信号機検 出手段 を備 えてお り、

前記支援条件判定手段 は、前記車速が前記基準車速以下であ つても

、前記信号機検 出手段 によ り、前記車両か ら所定距離以内に前記信号



機 を検 出 した場合 には、前記運転支援 を禁止する請求項 2 に記載の運

転支援装置。

前記信号機 を検 出する信号機検 出手段 を備 えてお り、

前記運転支援手段 は、前記支援作動条件 を満たす と前記支援条件判

定手段で判定 した場合 において、前記信号機検 出手段 によ り、前記車

両か ら所定距離以内に前記信号機 を検 出 した場合 には、前記車両か ら

所定距離以内に前記信号機 を検 出 しない場合 と比較 して、前記運転支

援の支援 レベ ル を弱 くする請求項 2 に記載の運転支援装置。

前記信号機 で発せ られる音情報 を含む前記車両の周囲の音情報 を取

得する集音手段 を備 えてお り、

前記信号機検 出手段 は、前記集音手段で取得 した前記音情報 に含 ま

れる前記信号機 で発せ られた音情報 に基づいて前記信号機 を検 出する

請求項 5 または 6 に記載の運転支援装置。

前記車両の周囲の画像情報 を取得する撮像手段 を備 えてお り、

前記信号機検 出手段 は、前記撮像手段で取得 した前記画像情報 に基

づいて前記信号機 を検 出する請求項 5 または 6 に記載の運転支援装置

[ 請求項 9 ] 前記支援条件判定手段 は、前記車速が前記基準車速以下で、且つ、

前記車両か ら所定距離以内に先行車が検 出されない場合 には、前記支

援作動条件 を満たす と判定する請求項 1 に記載の運転支援装置。

[ 請求項 10 ] 前記支援条件判定手段 は、前記車速が前記基準車速以下であ つても

、前記車両か ら前記所定距離以内に前記先行車が検 出された場合 には

、前記運転支援 を禁止する請求項 9 に記載の運転支援装置。

[ 請求項 11] 前記運転支援手段 は、前記車速が前記基準車速以下で、且つ、前記

車両か ら前記所定距離以内に前記先行車が検 出された場合 には、前記

車両か ら前記所定距離以内に前記先行車が検 出されない場合 と比較 し

て、前記運転支援の支援 レベ ル を弱 くする請求項 9 に記載の運転支援



前記車両の周囲の音情報 を取得する集音手段 を備 えてお り、

前記支援条件判定手段 は、前記集音手段で取得 した前記音情報 に含

まれる前記先行車か ら発せ られる音情報 に基づいて前記先行車 を検 出

する請求項 9 ~ 1 のいずれか 1 項 に記載の運転支援装置。

前記車両の周囲の画像情報 を取得する撮像手段 を備 えてお り、

前記支援条件判定手段 は、前記撮像手段で取得 した前記画像情報 に

基づいて前記先行車 を検 出する請求項 9 ~ 1 のいずれか 1 項 に記載

の運転支援装置。

検 出波 を用いることによ り、前記車両の周囲の物体の 3 次元情報 を

取得する 3 次元情報取得手段 を備 えてお り、

前記支援条件判定手段 は、前記 3 次元情報取得手段で取得 した前記

3 次元情報 に基づいて前記先行車 を検 出する請求項 9 ~ 1 のいずれ

か 1 項 に記載の運転支援装置。

他の車両 との間で情報の送受信が可能な通信手段 を備 えてお り、

前記支援条件判定手段 は、前記先行車か ら送信 され、前記通信手段

で受信 した情報 に基づいて前記先行車 を検 出する請求項 9 ~ 1 のい

ずれか 1 項 に記載の運転支援装置。

前記運転支援手段 は、前記車速が前記基準車速以下で、且つ、前記

車両か ら所定距離以内に踏切 りが検 出された場合 には、前記車両か ら

前記所定距離以内に前記踏切 りが検 出されない場合 と比較 して、前記

運転支援の支援 レベ ル を弱 くする請求項 1 に記載の運転支援装置。

前記運転支援手段 は、前記車速が前記基準車速以下で、且つ、前記

車両か ら所定距離以内に料金ゲー 卜が検 出された場合 には、前記車両

か ら前記所定距離以内に前記料金ゲー 卜が検 出されない場合 と比較 し

て、前記運転支援の支援 レベ ル を弱 くする請求項 1 に記載の運転支援

装置。

前記車両が右左折待ち状態であるか否かを判定する右左折待ち状態

判定手段 を備 えてお り、



前記支援条件判定手段 は、前記車速が前記基準車速以下であ つても

、前記車両は前記右左折待ち状態であると前記右左折待ち状態判定手

段で判定 した場合 には、前記運転支援 を禁止する請求項 1 に記載の運

転支援装置。

[ 請求項 19] 前記車両が右左折待ち状態であるか否かを判定する右左折待ち状態

判定手段 を備 えてお り、

前記運転支援手段 は、前記車速が前記基準車速以下で、且つ、前記

右左折待ち状態判定手段 によ り、前記車両は前記右左折待ち状態であ

ると判定 した場合 には、前記車両は右左折待ち状態ではないと判定 し

た場合 と比較 して、前記運転支援の支援 レベ ル を弱 くする請求項 1 に

記載の運転支援装置。

[ 請求項 20] 前記車両の周囲の音情報 を取得する集音手段 と、

前記運転者 によるウィン力一操作の有無 を検 出するウィン力一操作

検 出手段 と、

を備 え、

前記右左折待ち状態判定手段 は、前記集音手段で取得 した前記音情

報 に基づいて対向車が検 出され、且つ、前記 ウィン力一操作検 出手段

によって前記 ウインカ一操作が行われた ことが検 出された場合 に、前

記車両は前記右左折待ち状態であると判定する請求項 1 8 または 1 9

に記載の運転支援装置。

[ 請求項 2 1] 前記車両の周囲の画像情報 を取得する撮像手段 と、

前記運転者 によるウィン力一操作の有無 を検 出するウィン力一操作

検 出手段 と、

を備 え、

前記右左折待ち状態判定手段 は、前記撮像手段で取得 した前記画像

情報 に基づいて対向車が検 出され、且つ、前記 ウィン力一操作検 出手

段 によって前記 ウィン力一操作が行われた ことが検 出された場合 に、

前記車両は前記右左折待ち状態であると判定する請求項 1 8 または 1



9 に記載の運転支援装置。

[ 請求項22] 検 出波 を用いることによ り、前記車両の周囲の物体の 3 次元情報 を

取得する 3 次元情報取得手段 と、

前記運転者 によるウィン力一操作の有無 を検 出するウィン力一操作

検 出手段 と、

を備 え、

前記右左折待ち状態判定手段 は、前記 3 次元情報取得手段で取得 し

た前記 3 次元情報 に基づいて対向車が検 出され、且つ、前記 ウィン力

—操作検 出手段 によって前記 ウィン力一操作が行われた ことが検 出さ

れた場合 に、前記車両は前記右左折待ち状態であると判定する請求項

1 8 または 1 9 に記載の運転支援装置。
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Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer
Japane s e Patent O f f i c e

Facsimile No. Telephone No.
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 2009)
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C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

Y J P 2 0 1 0 - 2 05 64 A (Clari o n Co . Ltd . ) 5 - 6 , 8
A 2 8 January 2 0 1 0 ( 2 8 . 0 1 . 2 0 1 0 ) , 7

fig . 1 0
( ami l y ： none )

J P 2 0 1 1 - 2 42 3 4 3 A (Pana soni c Co r p . ) 12
0 1 De cember 2 0 1 1 ( 0 1 . 12 . 2 0 1 1 ) ,
paragraph [ 0 0 4 0 ]
( ami l y ： none )

J P 1 0 - 8 6 6 97 A (Fuj i t s u Ten Ltd . ) , 1 6
0 7 Apri l 1 9 98 ( 0 7 . 0 . 1 9 98 ) ,
paragraph [ 0 0 3 5 ]
( ami l y ： none )

J P 2 0 03 - 1 5 1 0 9 0 A (Ma zda Moto r Corp . ) , 1 7
2 3 May 2 0 03 ( 2 3 . 0 5 . 2 0 03 ) ,
paragraph [ 0 0 7 0 ]
( ami l y ： none )

J P 2 0 0 8 - 2 1 1 8 1 (Den s o Corp . ) , 1 8 - 2 2
3 1 January 2 0 0 8 ( 3 1 . 0 1 . 2 0 0 8 ) ,
paragraph s [ 0 02 4 ] t o [ 0 02 6 ]
& US 2 0 0 8 / 0 0 1 5 7 72 A l & DE 1 02 0 0 7 0 3 2 8 1 4

J P 2 0 12 - 4 8 4 5 9 A (Den s o Corp . ) , 2 0 - 2 2
0 8 March 2 0 12 ( 0 8 . 0 3 . 2 0 12 ) ,
paragraph [ 0 0 2 6 ]
( ami l y ： none )

Form PCT/ISA/2 10 (continuation of second sheet) (My 2009)
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Box No. I I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. Ill Observations where unity of invention i s lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
Do cument 1 d i s c l o s e s a drive suppo r t ing devi c e whi c h per f o rms attenti o n

arou s i n g toward a drive r ( enlarged d i splay o f a n arrow s ignal ) h e n a vehi c l e
speed i s equal t o o r smal l e r than a r e f e rence vehi cle speed ( d e c e l e rated speed)
and a pre cedi n g vehi cle ( f o rward vehi c l e ) i s not detected w i thin a predete rmined
d i stance (detected d i stance a t a forward vehi cle detecti n g unit 3 0 ) , and
prohibit s the attent ion arou s ing when a pre cedi n g vehi cle i s dete cted w i thin
the predetermi ned d i stance even when the vehi c l e speed i s equal t o o r smal l e r
than the r e ference vehi cle speed .
(Cont inued t o ext r a sheet )

. □ A s all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable
claims.

2 . A s all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3. □ A s only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4 . □ N o required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report i
restricted to the invention first mentioned in the claims; it i s covered by claims Nos.:

Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the
payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

N o protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2》（July 2009)
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The r e f o r e , the invent ions o f claims 1 and 9 - 1 1 cannot b e cons idered
t o b e novel i n the l ight o f the i nventi o n d i s clo sed i n the document 1 ,
and have n o spe c i a l techni cal feature -

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 2009)
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A . 発 明の属す る分野の分類 （国際特許分類 （I P C ) )

Int.Cl. G08G1/16 (2006. 01) i

B . — 調査 を行った分野
調査 を行った最小限資料 （国際特許分類 （I P C ) )

Int.Cl. G08G1/16

最小限資料以外の資料で調査 を行 った分野に含まれ るもの

日本国実用新案公報 9 2 2 - 1 9
日本国公 開実用新案公報 9 7 1 - 2 0
日本国実用新案登録公報 9 9 6 - 2 0
日本国登録実用新案公報 9 9 4 - 2 0

国際調査で使用 した電子デ -ス （デぃ -ス の 9名111 称 、調査 に使用 した用語 )
6222
年年年年

C . 関連す ると認 め られ る文献
引用文献の 関連す る
カテ ゴ リー * 引用文献名 及び一部の箇所が関連す るときは、そ の 関連す る箇所の表示 請求項 の番号

X JP 2012-48293 A (三菱電機株式会社） -11 ，13
Y 2012. 03. 08，段落 0059-0060 ，0065 16-22

(フ ア ミリーな し）

X JP 2005-309797 A ( 日産 自動車株式会社 ) 1-2

Y 2005. 11. 04，段落 0016, 0023 ，第 2 図 3—6，8，16-22
(フ ア ミリーな し）

C 欄の続 きにも文献が列挙 されてい るc パ テ ン トフ ァ ミ リー に関す る別紙 を参照。

* 引用文献 の 日の後に公表 された文献
ΓΑ 」特 に関連のある文献ではなく、一般的技術水準 を示す Γτ 」国際出願 日又は優先 日後 に公表 された文献であって

もの 出願 と矛盾す るものではな く、発明の原理又は理論
ΓΕ 」国際出願 日前の出願 または特許 であるが、国際出願 日 の理解 のために引用す るもの

以後 に公表 された もの x 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明
「L 」優先権主張に疑義 を提起す る文献又は他 の文献の発行 の新規性又は進歩性がない と考 え られ るもの

日若 しくは他 の特別 な理 由を確 立す るために引用す 「Y 」特に関連のある文献であって、当該文献 と他の 1 以
る文献 （理 由を付す） 上の文献 との、当業者 に とって 自明である組合せ に

Γθ 」 口頭 による開示、使用、展示等に言及す る文献 よって進歩性 がない と考 え
ΓΡ 」国際出願 日前で、かつ優先権の主張の基礎 となる出願 Γ& 」同一パ テ ン トフ アミリー文献

国際調査 を完了 した 日 国際調査報告の発送 日
2 2 . 0 6 . 2 0 1 2 0 3 . 0 7 . 2 0 1 2

国際調査機 関の名称及びあて先 特許庁審査官 （権限のある職員） 3 H 4 8 5

日本 国特許庁 （I S A J Ρ ) 東 勝之
郵便番号 1 0 0 — 8 9 1 5

東京都千代 田区霞が関三丁 目4 番 3 号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 内線 3 3 1 6

様式 P C T l S A 2 1 0 (第 2 ページ） （2 0 0 9 年 7 月）
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C (続き） . 関連すると認められる文献
引用文献の 関連する
カテゴリー * 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求項の番号

Y JP 2009-59208 A ( ア イ シ ン · エ イ · ダっ リュ株式会社) 3—6，8
2009. 03. 19，段落 0015

(フ ア ミリーな し）

Y JP 2010-20564 A (クラリオ ン株式会社） 5-6 ，8
A 2010. 01. 28，第 10 図 7

(フ ア ミリーな し）

Y JP 2011-242343 A (パナ ソニ ック株式会社） 12

2011. 12. 0 1，段落 0040

(フ ア ミリーな し）

Y JP 10-86697 A (富士通テ ン株式会社） 16

1998. 04. 07, 段落 0035

(フ ア ミリーな し）

Y JP 2003-151090 A (マツダ株式会社） 17

2003. 05. 23，段落 0070

(フ ア ミリーな し）

Y JP 2008-21181 A (株式会社デ ン ソ一） 18-22
2008. 01. 3 1，段落 0024-0026
& US 2008/0015772 Al & DE 102007032814 A

Y JP 2012-48459 A (株式会社デ ン ソ一） 20-22
2012. 03. 08, 段落 0026

(フ ア ミリーな し）

様式 P C T I S A 2 1 0 (第 2 ペー ジの続き） （2 0 0 9 年 7 月）



国際調査報告 国際出願番 号 P C T / J P 2 0 1 2 / 0 5 8 6 4 3

第 Π欄 請求の範 囲の一部 の調査 ができない ときの意見 （第 -ジ の 2 の続 き）

法第 8条 第 3項 （P C T 17条 （2) (a) ) の規 定 に よ り、 こ の 国際調 査 報告 は次 の理 由に よ り請 求 の範 囲の一部 につ い て作
成 しなか った。

1 . 請求項 は、 この国際調査機 関が調査 をす るこ とを要 しない対象 に係 るものであ る。
つま り、

2 . 請求項 は、有意義 な国際調査 をす ることができ る程度まで所定の要件 を満
ない国際出願 の部分 に係 るものであ る。つ ま り、

請求項 は、従属請求の範 囲であって P C T 規則 6. 4 (a) の第 2 文及び第3文 の規定 に
従 って記載 され てい ない

第 欄 発 明の単一性 が欠如 してい る ときの意見 （第 - ジ の 3 の続 き）

次 に述べ るよ うに こ の 国際出願 に二以上の発 明があ る とこ の 国際調査機 関は認 めた。

文献 1には、車速 が基準 車速 （徐行 速度 ）以 下 で、所 定距離 （前方 車検 出部 3 0 の検 出距離 )
以 内に先行 車 （前方 車）が検 出 され ない場合 には、運転者 に対す る注意 喚起 （矢 印信 号 の拡 大
表示 ）を行 い 、前記 車速 が前記 基準 車速 以 下 で あって も、前記所 定距離 以 内に先行 車 が検 出 さ
れ た場合 には、前記 注意 喚起 を禁止す る運転支援装 置 が記載 され てい る。

したが って、請 求項 1，9-11 に係 る発 明 は、文献 1 に記載 され た発 明 に対 して新 規性 が認 め ら
れず 、特別 な技術 的特徴 を有 しない。

出願 人が必要 な追加調査手数 期 間内に納付 したの で 、 この 国際調査報告 は、すべての調査可能 な請求
項 について作成 した。

2 . 追加調査手数料 を要求す るまで もな く、 調査可能 な請求項 について調査す るこ とが で き た の で 、追加調
查手数料 の納付 を求 めなかった。

3 . 出願 人 が必要 な追加調査手数料 を一部 の み しか期 間内に納付 こ の 国際調査報告 は、手数料 の納
付のあった次 の請求項のみ について作成 した。

4 . 出願 人が必要 な追加調査手数料 を期 間内に納付 しなかったの で 、 この 国際調査報告 は、請求の範 囲の最初 に記載
され てい る発 明に係 る次 の請求項 について作成 した。

追加調査手数料の異議 の 申立てに関す る注意

□ 追加調査手数料及び、該 当す る場合 には、異議 申立手数料 の納付 と共 に、出願 人 か ら異議 申立てがあった。

追加調査手数料 の納付 と共 に出願人 か ら異議 申立てがあつたが、異議 申立手数料が納付命令書 に示 した期 間
内に支払われ なかった。

追加調査手数料 の納付 はあったが、異議 申立てはなかった。

様式 P C I S A / 2 1 0 (第 -ジ の続葉 （2 ) ) ( 2 0 0 9 年 7 月 ）
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